
第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　３年間の実施状況及び総括（成果・課題）

施策の方向Ⅱ　個別の支援 ３年間の自己評価（A～Cの５段階評価で入力）
達成度＝A：目標を大きく上回って達成　B：目標を上回って達成　C：ほぼ目標どおり　D：目標を下回った　E：事業の廃止

推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑦ 16条

56
「そなえる。かわ
さき」やさしい日
本語版

■目的・目標：防災啓発冊子「備える。かわさき」につ
いて、小学生に向けて防災知識の普及啓発を図るため
に、難しい言葉や専門的用語を簡単な言葉に置き換えた
「やさしい日本語」による防災啓発広報紙を配布しま
す。

■事業概要：やさしい日本語は、本来日本語が得意でな
い方向けのものですが、小学校低学年への防災啓発のた
めに、難しい言葉や専門的用語を簡単な言葉に置き換え
た「やさしい日本語」版を活用しています。

　危機管理室及び各区役所危機管理担当の窓口を中心に、配
架及び配布を行いました。

　危機管理室及び各区役所危機管理担当の窓口を中心に、配
架及び配布を行いました。

　風水害時の避難行動や地震の際のトイレ問題に係る追加掲載等
を行うとともに、危機管理本部及び各区役所危機管理担当の窓口
を中心に、配架及び配布を行いました。

　市のホームページにも掲載したほか、区役所をはじめとする身
近な窓口で配架及び配布を継続的に行いました。また、防災イベ
ントでも配布を行いました。
　年齢や国籍等にかかわらず、地域に暮らす誰もが災害時に身を
守るために必要な備え等の情報を得られるよう、引き続き、やさ
しい日本語を用いた情報発信を継続する必要があります。

C
危機管
理本部

危機管
理部

57
外国人市民施策事
業

■目的・目標：国籍や民族、文化の違いを豊かさとして
生かし、すべての人が互いに認め合う多文化共生社会の
実現に向けた取組を進めます。

■事業概要：川崎市多文化共生社会推進指針に基づき、
外国人市民に関わる施策等を体系的かつ総合的に推進
し、国籍や文化の違い等により差別や不利益をうけるこ
とがないように努めます。また、施策の進捗状況調査を
定期的に実施し、施策の検証・評価を行います。

　川崎市多文化共生社会推進指針に基づく各所管課の施策の
実施状況調査を行うとともに、川崎市多文化共生社会推進協
議会で施策の進行状況について評価を行いました。

　川崎市多文化共生社会推進指針に基づく各所管課の施策の
実施状況調査を行うとともに、川崎市多文化共生社会推進協
議会で施策の進行状況について評価を行いました。

　川崎市多文化共生社会推進指針に基づく施策の実施状況調査を
継続して実施するとともに、外国人市民の増加や外国人市民を取
り巻く環境の変化を踏まえ、指針の改定について検討しました。

　各年度ごとに、「川崎市多文化共生社会推進指針に基づく施策
の実施状況及び推進計画一覧」を取りまとめました。また、川崎
市多文化共生社会推進協議会の事務局として協議会運営に携わ
り、指針改定の検討を行いました。
　協議会での検討を基に、今後具体的に庁内調整等を経て、指針
改定を行う必要があります。

C
市民文
化局

多文化
共生推
進課

58
多文化・多言語に
配慮した情報提供
（保育園）

■目的・目標：多文化・多言語に配慮した保育の情報提
供・情報共有を行うことで、国籍等にかかわらず、子ど
もの置かれている状況に応じて相談や保育支援を受けら
れる環境作りを推進します。

■事業概要：保護者向けのたよりにルビを振るほか、日
本語を読むことが困難な保護者に対しては、個別に説明
することにより、外国籍等の保護者に対して、必要な情
報の提供を行います。

　保育園だより等にルビを振ることや、やさしい日本語で表
記し、読みやすくなるように工夫しました。また、日本語を
読むことができない保護者に対しては個別に説明を行うなど
し、外国籍等の保護者に対する情報提供の工夫に努めまし
た。
　この他、保護者との連絡ノートを平仮名やローマ字で記載
するなど、日頃の取組を推進しました。

　保育園だより等にルビを振ることや、やさしい日本語で表
記し、読みやすくなるように工夫しました。また、日本語を
読むことができない保護者に対しては個別に説明を行うなど
し、外国籍等の保護者に対する情報提供の工夫に努めまし
た。
　この他、保護者との連絡ノートを平仮名やローマ字で記載
するなど、日頃の取組を推進しました。

　保育園だより等にルビを振ることや、やさしい日本語で表記
し、読みやすくなるように工夫しました。また、日本語を読むこ
とができない保護者に対しては個別に説明を行うなどし、外国籍
等の保護者に対する情報提供の工夫に努めました。
　この他、保護者との連絡ノートを平仮名やローマ字で記載する
など、日頃の取組を推進しました。

　保育所等職員が多様な文化的背景を持つ子どもとその保護者に
関する学びを深めるとともに、様々な方法で職場研修等を行い、
多文化保育についての理解をさらに深めることができました。
　引き続き、感染症や健康、相談等、必要な情報の提供や情報を
得るためのツール等についての周知を進めることが必要です。

C
こども
未来局

保育・
子育て
推進部

59
在日外国人母子保
健サービス支援事
業

■目的・目標：外国籍の母子が日本人母子と同様に母子
保健サービスが受けられ、安心して育児ができるように
支援します。

■事業概要：各区保健福祉センターにおいて外国語版母
子健康手帳の配布、通訳ボランティアの派遣、外国籍親
子育児教室を実施します。

　各区役所において外国語版母子健康手帳を副読本として、
日本語を母語としない妊婦に配布しました。川崎区では妊娠
届提出時に外国人支援団体が開催する日本語教室の案内を配
布しました。
　各種母子保健事業開催にあたり、必要時に通訳ボランティ
アの派遣を行いました。

　各区役所において、日本語を母語としない妊婦など、日本
語に不自由な方が希望した場合、外国語版母子健康手帳を交
付しました。川崎区では妊娠届提出時に外国人支援団体が開
催する日本語教室の案内を配布しました。
　各種母子保健事業開催にあたり、必要時に通訳ボランティ
アの派遣を行いました。

　各区役所において、日本語を母語としない妊婦など、日本語に
不自由な方が希望した場合、外国語版母子健康手帳を交付しまし
た。川崎区では妊娠届提出時に外国人支援団体が開催する日本語
教室の案内を配布しました。
　各種母子保健事業開催にあたり、必要時に通訳ボランティアの
派遣を行いました。

　日本語を母語としない母子が安心して育児ができるように、外
国語版母子健康手帳の交付や必要な情報の提供を行いました。
　乳幼児健康診査等の事業に安心して来所できるよう、必要書類
の外国語版を整備する必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室〔母
子保
健〕

60
川崎区子ども支援
機関通訳・翻訳支
援事業

■目的・目標：日本語に不慣れな子どもや保護者が言葉
が通じないことが原因で、適切な支援を受けることがで
きずに孤立することを防止するため、通訳及び翻訳を実
施します。年々増加する利用件数に対し、関係機関との
情報共有や対応策の検討を行いながら、通訳及び翻訳を
実施します。

■事業概要：子ども支援関係機関において通訳や翻訳の
必要が生じた場合に、地域の人材を活用して通訳の派遣
や翻訳を行います。

　子ども支援関係機関からの申請に基づき、通訳及び翻訳を
２３８件実施し、日本語に不慣れな子どもや保護者等を支援
し、子どもや保護者の孤立を防止しました。

　子ども支援関係機関からの申請に基づき、通訳及び翻訳を
２３８件実施し、外国人移住者が増える中、日本語に不慣れ
な子どもや保護者等を支援し、子どもや保護者の孤立を防止
しました。
　12月11日に通訳・翻訳ボランティア交流会を実施し、新
たに7名のボランティア登録につなげることができました。

　子ども支援関係機関からの申請に基づき、通訳及び翻訳を222
件実施し、外国人移住者が増える中、日本語に不慣れな子どもや
保護者等を支援し、子どもや保護者の孤立を防止しました。
　１２月１０日に通訳・翻訳ボランティア交流会を実施し、新た
に３名のボランティア登録につなげることができました。

　通訳及び翻訳をR２年度は２３８件、R３年度は２１５件、R４
年度は222件実施し、日本語に不慣れな子どもや保護者等を支援
することにより子どもや保護者の孤立を防止することができまし
た。
　コロナ禍で外国人の渡航の制限があり、日本に移住する外国人
が減る一方、ベトナム・ネパール・インドネシア等の東南アジア
や中国を中心に区内在住の外国人市民のニーズが増加しており、
本事業の必要性が高まっています。更に通訳・翻訳協力者の人材
発掘と併せて、関係機関との情報共有や対応策の検討を行い、支
援の充実を図る必要があります。

C
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

61
日本語に不慣れな
小中学生学習支援
事業

■目的・目標：日本語に不慣れな小中学生が学校生活や
地域生活に適応し、健全で安心に過ごすための取組を推
進します。

■事業概要：区に住む渡日して3年ぐらいまでの、外国
につながる小中学生を対象として週2回、教育文化会館
や桜本地域で、日本語・学習サポートを含む交流の場を
提供します。

　外国につながる小中学生を対象として、桜本地域におい
て、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、小学生教
室（週1回程度、3９回）、中学生教室（週2回程度、85
回）を実施し、日本語・学習サポート、交流を含む居場所づ
くりを行いました。また、家庭や学校で課題を抱えるケース
について、適宜協働事業者との情報共有を行い、関係各課や
学校との連携を図り、孤立を防ぐための取組につなげまし
た。

　外国につながる小中学生を対象として、桜本地域におい
て、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、小学生教
室（週1回程度、48回）、中学生教室（週2回程度、86
回）を実施し、日本語・学習サポートを行いました。
　1月26日外国につながる子どもの教育を考える研修・交流
会を実施する予定でしたが新型コロナウイルス感染症拡大に
より中止となりました。

　外国につながる小中学生を対象として、桜本地域において、新
型コロナウイルス感染症対策を講じながら、小学生教室（週1回
程度、47回）、中学生教室（週2回程度、83回）を実施し、日
本語・学習サポート、交流を含む居場所づくりを行いました。ま
た、家庭や学校で課題を抱えるケースについて、適宜協働事業者
との情報共有を行い、関係各課や学校との連携を図り、孤立を防
ぐための取組につなげました。

　新型コロナウイルス感染症の影響が見られましたが、外国につ
ながる小中学生を対象として、桜本地域において、新型コロナウ
イルス感染症対策を講じながら、小学生教室（週1回程度、R２年
度39回、R３年度48回、R４年度47回）、中学生教室（週2回
程度、R２年度85回、R３年度86回、R4年度83回）を実施しま
した。
　本事業のニーズが増える中、支援を受けていない日本語に不慣
れな子どもや保護者をどのように支援していくか、関係機関と連
携しながら進めていく必要があります。また、大師地区に支援を
必要としている子どもや保護者が増えているため、活動場所や支
援者の確保について検討しながら、支援の充実を図る必要があり
ます。

C
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

62
外国籍等子ども学
習支援事業

■目的・目標：地域教育資源を活用した教育活動を推進
します。

■事業概要：外国籍等の児童・生徒に対して学校の要請
に基づき授業や放課後の中で個別指導を行い、長期休業
（夏休み等）時は麻生区内の公共施設で区内の希望者を
対象とした集団指導を行うなど、学習が遅れがちな外国
籍等の児童・生徒に対する学習支援を行います。

　令和２年度については、６月までの臨時休校期間中、１月
以降の緊急事態宣言の出ていた期間を除き、小学生１３名、
中学生５名の学習支援を、それぞれの在籍している学校に出
向いて実施しましたが、長期休業期間を利用した集団指導等
はコロナ感染拡大防止のため、やむなく中止しました。各
小・中学校と連携しつつ、新しい生活様式に配慮した、きめ
細やかな支援を実施しました。

　小学生14名、中学生1名について、学習支援を、それぞれ
の在籍している学校に出向いて実施しましたが、長期休業期
間を利用した学習会は新型コロナ感染状況を踏まえ、令和２
年度に引き続き中止しました。各小・中学校と連携しつつ、
新しい生活様式に配慮した、きめ細やかな支援を実施しまし
た。

　小学生12名、中学生5名について、学習支援を、それぞれの在
籍している学校に出向いて実施しました.。一方、長期休業期間を
利用した学習会は新型コロナ感染状況を踏まえ、令和２年度、令
和３年度に引き続き中止としましたが、年間を通じ、各小・中学
校と連携し、新しい生活様式に配慮しつつ、日本語を通じた学習
理解への支援活動を実施しました。

　新型コロナ感染状況や緊急事態宣言等に伴う、学校休業や支援
活動の断続的な休止等の期間がありましたが、学校の教育活動が
正常化に向かう中で、感染拡大防止に配慮しつつ、きめ細かな学
習支援活動を実施し、個々のレベルに応じた学習言語能力の向上
や書字・識字能力の向上等、外国に通じる児童・生徒の基礎学力
の充実に寄与することができました。
　コロナ下の入国制限が緩和され、経済活動が正常化に向かう中
で、外国につながる児童・生徒の入学割合は再び増加傾向にあ
り、新たな支援の担い手の確保や支援者の研鑽等、より効果的な
サポートの検討や教育委員会等関係機関との一層の連携強化が必
要となってきています。

C
麻生区
役所

学校・
地域連
携担当

計画期間の取組内容

　国籍や文化の違
い等により差別や
不利益を受けるこ
とがないよう、や
さしい日本語を用
いた情報発信を行
います。また、外
国人の親等に向け
た各種相談・支援
事業を行うととも
に、外国につなが
りのある児童生徒
が安心して学校生
活を送ることがで
きるよう、日本語
指導等の支援体制
の整備を図りま
す。
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第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　３年間の実施状況及び総括（成果・課題）

施策の方向Ⅱ　個別の支援 ３年間の自己評価（A～Cの５段階評価で入力）
達成度＝A：目標を大きく上回って達成　B：目標を上回って達成　C：ほぼ目標どおり　D：目標を下回った　E：事業の廃止

推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑦ 16条

63
多文化・多言語に
配慮した情報提供
（学校）

■目的・目標：市立学校に在籍する児童生徒が言語によ
る不利益を受けることがないように努めるための取組を
行います。

■事業概要：市内全校種の学校で、学校便りを始めとす
る家庭向けの印刷物にルビをふることを呼びかけます。
また、必要な学校等に通訳機器を配置して児童生徒及び
保護者への情報提供を支援するとともに、保護者面談等
の場面では委託により通訳者を配置します。また、日本
の学校制度や就学手続などを多言語で説明するハンド
ブックを作成し、配布します。

　きめ細やかな対応の一つとして、日本語の理解に困難さを
抱える保護者のために、学校からのお知らせ文にルビをふっ
たり、多言語化したりした文書を、校務用ＰＣに掲載してい
ます。
　また、情報提供やコミュニケーションを支援するため、通
訳機器を学校等に136台配置しました。
　また、小学校や中学校に就学する外国籍の子どもがいる保
護者に、日本の学校制度の説明や就学にかかわる手続き等の
説明を掲載した「外国人保護者用就学ハンドブック」を作成
し、配布しました。（９か国語）
　さらに、新型コロナウイルスにかかる一斉休校等の情報
を、英語、中国語及びやさしい日本語で教育委員会のHPに
掲載しました。

　きめ細やかな対応の一つとして、日本語の理解に困難さを
抱える保護者のために、学校からのお知らせ文にルビをふっ
たり、多言語化したりした文書を、校務用ＰＣに掲載してい
ます。
　また、情報提供やコミュニケーションを支援するため、通
訳機器を学校等に新たに３９台配置しました。
　また、通訳・翻訳支援事業により学校等に通訳者を配置
し、学校と保護者との相談への支援を行いました。
　また、小学校や中学校に就学する外国籍の子どもがいる保
護者に、日本の学校制度の説明や就学にかかわる手続き等の
説明を掲載した「外国人保護者用就学ハンドブック」の内容
を見直し、配布しました。（９か国語）
　また、国際交流協会作成の「小学校入学ガイドブック」の
内容の見直しに協力しました。

　きめ細やかな対応の一つとして、日本語の理解に困難さを抱え
る保護者のために、学校からのお知らせ文にルビをふったり、多
言語化したりした文書を、校務用ＰＣに掲載しています。
　また、情報提供やコミュニケーションを支援するため、通訳機
器を学校等に新たに３０台配置しました。
　また、通訳・翻訳支援事業により学校等に通訳者を配置し、学
校と保護者との相談への支援を行いました。
　また、小学校や中学校に就学する外国籍の子どもがいる保護者
に、日本の学校制度の説明や就学にかかわる手続き等の説明を掲
載した「外国人保護者用就学ハンドブック」の内容を見直し、配
布しました。（９か国語）

　令和２年度の体制整備による通訳機器の配置及び通訳者の派遣
等により、学校における児童生徒及び保護者との言語による不利
益が大きく改善しました。また、小学校や中学校に就学する外国
籍の子どもがいる保護者に、「外国人保護者用就学ハンドブッ
ク」の内容を見直し、使いやすさの向上を図りました。
　日本語が困難な児童生徒及び保護者が増加しており、通訳機器
を含めた言語面での支援の強化が求められています。
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64
日本語指導初期支
援員の配置

■目的・目標：日本語指導が必要な児童生徒のために、
初期の日本語習得及び学校生活への適応などの支援をし
ます。

■事業概要：日本語指導の必要な帰国・外国人児童生徒
に日本語指導初期支援員を派遣します。

　各区教育担当や教育政策室、学校で教育相談を実施し、日
本語指導の初期段階や学習支援、学校生活の適応を支援する
ために、業務委託により日本語指導初期支援員の配置を開始
しました。令和2年度は168件の新規配置を実施しました。

　各区教育担当や教育政策室、学校で教育相談を実施し、日
本語指導の初期段階や学習支援、学校生活の適応を支援する
ために、業務委託により日本語指導初期支援員の配置を開始
しました。令和３年度は１２５件の新規配置を実施しまし
た。

　各区教育担当や教育政策室、学校で教育相談を実施し、日本語
指導の初期段階や学習支援、学校生活の適応を支援するために、
業務委託により日本語指導初期支援員の配置を開始しました。令
和４年度は235件の新規配置を実施しました。

　令和２年度の体制整備により、様々な言語に対応した人材確保
ができており、母語支援を主とした支援員の迅速かつ確実な配置
ができるようになりました。また、相談支援員の配置により、川
崎区での外国人の教育相談に柔軟に対応できるようになりまし
た。
　仕様等を精査してより効率的かつ安定的な支援につながるよう
改善しながら継続します。
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ます。
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65
性的マイノリティ
人権関連事業

■目的・目標：川崎市人権施策推進基本計画「人権かわ
さきイニシアチブ」に基づき、性的マイノリティの人々
の人権が尊重され、一人ひとりが尊厳を持って自分らし
く生きられるよう取組を進めます。

■事業概要：「性的指向」や「性自認」についてのお悩
みをはじめとする性的マイノリティについて人権意識の
普及活動や支援活動を推進します。また、健康福祉局精
神保健福祉センター、こども未来局児童家庭支援・虐待
対策室こども家庭センター、教育委員会教育相談セン
ター等の性同一性障害に関わる相談機関との連絡・調整
を行います。

（人権意識の普及活動）
　川崎市人権施策推進基本計画「人権かわさきイニシアチ
ブ」に基づき1２月から２月にかけて、「企業向け『ＬＧＢ
Ｔセミナー』」を３回連続講座として開催し、企業関係者な
ど延べ３９人が参加しました。１回目は基礎講座として「Ｓ
ＯＧＩと顧客対応」をテーマとして、２回目、３回目はゲス
トスピーカをお招きして、企業の顧客対応や労務管理に焦点
を当てた内容としました。
　11月に開催した「かわさき人権フェア２０２０」におい
ても、性的マイノリティに関するパネル展示を行うととも
に、関連団体のリーフレット等を配布しました。特に、性的
指向や性自認に関して悩んでいる中学・高校生などが適切な
相談機関につながるよう、展示方法等を工夫しました。
（連絡・調整）
　人権・男女共同参画推進連絡会議幹事会性的マイノリティ
専門部会について、「ＬＧＢＴへの理解　職場における配慮
とハラスメント・アウティングの防止」をテーマとした研修
を兼ねた形式で年１回開催しました。

（人権意識の普及活動）
　川崎市人権施策推進基本計画「人権かわさきイニシアチ
ブ」に基づき２月から３月にかけて、「企業向け『ＬＧＢＴ
セミナー』」を録画配信形式により、全２回講座として開催
し、第１回目は延べ８５人、第2回目は延べ88人の企業関係
者などの申込がありました。１回目は「企業のＬＧＢＴ・Ｓ
ＯＧＩ対応について～取組む意義と課題～」をテーマとし
て、２回目は「多様な性とそれぞれの就労環境～当事者の声
とともに考える「働きやすい」職場とは～」をテーマとして
開催しました。
　11月に開催した「かわさき人権フェア２０２１」におい
ても、性的マイノリティの関連団体のリーフレット等を配布
し、性的指向や性自認に関して悩んでいる中学・高校生など
が適切な相談機関につながるよう、展示方法等を工夫しまし
た。
（連絡・調整）
　人権・男女共同参画推進連絡会議幹事会性的マイノリティ
専門部会について、「LGBTQs基礎講座～あなたの隣のだれ
かのために～」をテーマとした研修を兼ねた形式で年１回開
催しました。

（人権意識の普及活動）
　川崎市人権施策推進基本計画「人権かわさきイニシアチブ」に
基づき２月から３月にかけて、「企業向け『ＬＧＢＴセミ
ナー』」を録画配信形式により、全２回講座として開催し、第１
回目は延べ121人、第2回目は延べ１３０人の企業関係者などの
申込がありました。１回目は「ＬＧＢＴＱ／ＳＯＧＩについて
企業が知るべき基礎事項」をテーマとして、２回目は「職場での
ＬＧＢＴＱ／ＳＯＧＩ施策について～具体的な事例から～」を
テーマにし開催しました。
　11月に開催した「かわさき人権フェア２０２２」においては、
性的指向や性自認に関して悩んでいる方の相談につながる窓口の
案内等を行いました。
（連絡・調整）
　人権・男女共同参画推進連絡会議幹事会性的マイノリティ専門
部会について、「性の多様性と人権」をテーマに研修を兼ねた形
式で年１回開催しました。

　令和２年７月に「川崎市パートナーシップ宣誓制度」を創設
し、その運用を行い、令和5年3月31日現在で93組の宣誓実績が
ありました。
　また、「企業向けＬＧＢＴセミナー」においてはＬＧＢＴ当事
者にとって働きやすい職場環境について、当事者らから直接、話
を聞く機会を設けるとともに、庁内でも人権研修としてＬＧＢＴ
をテーマにした研修を開催し、広く参加者を募り、性の多様性に
関する理解を深めるきっかけとなりました。
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川崎市人権啓発オ
ンライン上映＆
トークショー
「PEOPLE
DESIGN
CINEMA　　２０
２１」

■目的・目標：上記６５の具体的な取組として、映画上
映等を通じて、市民に対して性的マイノリティに対する
誤解や偏見をなくし、正しい理解を広めるよう取組ま
す。

■事業概要：映画の上映及び当事者を含むトーク
ショー、さらには当事者・家族・支援者による「情報共
有ルーム」等を通じて、LGBTをはじめとする性的マイ
ノリティを身近に感じ、理解を深め、お互いを尊重し合
える機会とします。特に中学生・高校生の参加を促進し
ます。

　例年、映画館での開催としていましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止の観点から、令和２年度は全てオンラ
インでの開催とし、３月に「川崎市人権啓発オンライン上映
＆トークショー『PEOPLE　DESIGN　CINEMA　２０２
１』」を開催し、性的マイノリティをテーマとしたやオンラ
イン映画上映やオンライン「トークショー」、事者・家族・
支援者によるオンライン「情報共有ルーム」を実施しまし
た。オンライン映画上映は８１人、オンライン「トーク
ショー」は６３人、オンライン「情報共有ルーム」は１７人
の申し込みがありました。
　「情報共有ルーム」は、４回目の実施となりますが、今回
は２０代から７０代までの幅広い世代のさまざまな属性の
方々に参加していただきました。
　周知に際しては、関連団体のネットワークを積極的に活用
し、悩んでいる当事者に直接情報が伝わるように工夫したほ
か、上映する映画も高校を舞台としたものを取り上げるな
ど、中学・高校生の参加のしやすさに配慮しました。「情報
共有ルーム」には、関係団体方に参加依頼をするなどの対応
をしました。

　例年、映画館での開催としていましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止の観点から、令和３年度は全てオンラ
インでの開催とし、３月に「川崎市人権啓発オンライン上映
＆トークショー『ピープルデザインシネマ　２０２２』」を
開催し、性的マイノリティをテーマとしたやオンライン映画
上映やオンライン「トークショー」、事者・家族・支援者に
よるオンライン「情報共有ルーム」を実施しました。オンラ
イン映画上映は１００人、オンライン「トークショー」は８
２人、オンライン「情報共有ルーム」は２１人の申し込みが
ありました。
　「情報共有ルーム」は、５回目の実施となりますが、周知
に際しては、市内の小中学校、学校にイベントポスターを配
布し掲示を依頼するほか、関連団体のネットワークを積極的
に活用し、悩んでいる当事者に直接情報が伝わるように工夫
するなど、中学・高校生の参加のしやすさに配慮しました。
また、「情報共有ルーム」には、関係団体方に参加依頼をす
るなどの対応をしました。

　新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、令和４年度
も全てオンラインでの開催とし、１月に「川崎市人権啓発オンラ
イン上映＆トークショー『ピープルデザインシネマ　２０２
３』」を開催し、性的マイノリティをテーマとしたやオンライン
上映やオンライン「トークショー」、事者・家族・支援者による
オンライン「情報共有ルーム」を実施しました。オンライン上映
は１１７人、オンライン「トークショー」は１１８人、オンライ
ン「情報共有ルーム」は３５人の申し込みがありました。
　「情報共有ルーム」は、６回目の実施となりますが、周知に際
しては、市内の小中学校、学校にイベントポスターを配布し掲示
を依頼するほか、関連団体のネットワークを積極的に活用し、悩
んでいる当事者に直接情報が伝わるように工夫するなど、中学・
高校生の参加のしやすさに配慮しました。また、「情報共有ルー
ム」には、関係団体方に参加依頼をするなどの対応をしました。
　「トークショー」には、映画の主演の方に御出演いただき、映
画に関するエピソードなども交えたトーク内容となりました。

　新型コロナウイルス感染症の影響下にありながらも、オンライ
ン形式のイベントにするといった工夫を行い、毎年「ピープルデ
ザインシネマ」を開催することが出来た。年々、申込者と参加者
も増えてきており、イベントとして認知度が高まっていると考え
られる。
　今後、参加者アンケートの結果や、関係団体等の意見を聞きな
がら、より多くの方が参加しやすいイベント内容、手法につい
て、検討しながらイベントを実施していきます。
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イベントにおける
人権関連ブースの
出展

■目的・目標：上記６５の具体的な取組として、市内で
開催されるイベントにおいて人権関連ブースを出展し、
性的マイノリティをはじめとする様々な人権課題につい
て、正しい理解を広めるよう取組ます。

■事業概要：「性的指向」や「性自認」についてのお悩
みに関する相談窓口をはじめとする性的マイノリティに
関する施策や関係団体の情報を紹介するほか、子どもの
権利を含めた様々な人権課題についての啓発や相談窓口
の案内などを行います。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、例年、４月
及び１１月に開催されていた市内の祭りが中止となったた
め、人権ブースを出展することができませんでした。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、例年、４月
及び１１月に開催されていた市内の祭りが中止となったた
め、人権ブースを出展することができませんでした。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、例年４月に開催
されていた市内の祭りが中止となりましたが、１１月は市民祭り
が開催されたので、人権関連ブースを出展しました。
　市民祭りでは、性的指向や性自認を含む不当な差別的取扱いを
禁止する旨記載された「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり
条例」に係るパネルを掲示、また、「かわさき人権相談」に係る
パネルの展示や啓発物を配布し、相談窓口の案内を行い、２５０
人の来場がありました。

　令和2年度～令和4年度にかけて、新型コロナウイルス感染症の
影響により、市内のイベント自体が中止になってしまったことか
ら、ほとんど人権関連ブースを出展することができませんでし
た。
　ただ、令和4年度には市民祭りが開催され、人権関連ブースを
出展し、性的マイノリティをはじめとする様々な人権課題につい
て、正しい理解を広めるよう取り組みました。
　今後も引き続き、理解を進めるための啓発、広報を継続し、よ
り効果的な啓発、広報の手法について検討を行ってまいります。
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68 男女平等教育参考
資料の作成

■目的・目標：性別役割分担意識のまだ少ない小学生を
対象として、「男らしく女らしく」ではなく、「自分ら
しく」生きることが大切であることに気づくための手助
けとします。

■事業概要：男女平等教育の参考となる冊子等を作成・
配布し、学校教育における男女共同参画に関する教育を
推進します。

　男女平等教育参考資料「自分らしくかがやく」を作成し、
市内小学生を対象に１３，８５０部配布しました。あわせて
教員用に「活用の手引き」を配布し、学校教育において男女
平等教育実践の視点等の周知に努めました。配布時期を男女
平等推進週間（６月２３日から６月２９日まで）に合わせ資
料の配布を６月に実施しました。性別にとらわれずに一人ひ
とりがかがやくことの大切さについて、イラストを用いて啓
発できました。

　男女平等教育参考資料「自分らしくかがやく」を作成し、
市内小学生を対象に14,050部配布しました。あわせて教員
用に「活用の手引き」を配布し、学校教育において男女平等
教育実践の視点等の周知に努めました。配布時期を男女平等
推進週間（６月２３日から６月２９日まで）に合わせ６月に
しました。性別にとらわれずに一人ひとりがかがやくことの
大切さについて、イラストを用いて啓発できました。

　男女平等教育参考資料「自分らしくかがやく」を作成し、市内
小学生を対象に13,850部配布しました。あわせて教員用に「活
用の手引き」を配布し、学校教育において男女平等教育実践の視
点等の周知に努めました。配布時期を男女平等推進週間（６月２
３日から６月２９日まで）に合わせ６月にしました。性別にとら
われずに一人ひとりがかがやくことの大切さについて、イラスト
を用いて啓発できました。

　毎年市立小学校のみならず市内の私立の小学校も含めた全小学
3年生に配布することで、性別役割分担意識のまだ少ない小学生
が「自分らしく」生きることが大切であることに気づくための一
助となっています。また担任教員が授業で指導しやすいよう担任
教員向けに活用の手引きを作成して配布しています。
　活動状況把握のためにアンケートを実施していますが、令和４
年度は電子申請システムを活用したアンケート方法にしたとこ
ろ、回収率が高くなかったため、アンケート手法を検討しなが
ら、引き続き活用状況の把握に努めていきます。

C
市民文
化局

人権・
男女共
同参画
室

　国籍や文化の違
い等により差別や
不利益を受けるこ
とがないよう、や
さしい日本語を用
いた情報発信を行
います。また、外
国人の親等に向け
た各種相談・支援
事業を行うととも
に、外国につなが
りのある児童生徒
が安心して学校生
活を送ることがで
きるよう、日本語
指導等の支援体制
の整備を図りま
す。
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推進施策
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条文

重点
的
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№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑧ 　性別による差別
や不利益を受ける
ことがないよう、
男女共同参画や性
的マイノリティに
関する学習を支援
し、各種相談事業
とその広報を行い
ます。

16条

69
思春期精神保健相
談

■目的・目標：思春期の精神保健に関する相談、親支
援、関係機関支援を行います。

■事業概要：概ね16歳以上の思春期の精神保健に関す
る電話相談を行います。また事例検討会の開催を通し
て、多くの思春期相談機関との連携強化を図ります。

　思春期精神保健に関する電話相談を通年受けました。ま
た、関係機関職員に向けて事例検討および医療相談会を年6
回、思春期電話相談スーパーバイズ研修を年4回、電話相談
従事者研修会を年２回、その他コンサルテーション等を適宜
実施しました。子ども本人はもちろんのこと、そのご家族や
関係機関にも支援を行うことで、子どもの心の健康の維持促
進あるいは回復を行いました。令和２年度は、新型コロナ
ウィルス感染症拡大予防のため、集合研修となる家族向けセ
ミナーは十分な感染予防策をした開催は難しいと判断し、行
いませんでした。

　令和3年度組織再編に伴い、思春期精神保健に関する電話
相談を引継ぎ、通年実施しました。また、思春期精神保健電
話相談スーパーバイズを年6回実施しました。

　思春期精神保健電話相談を通年で実施しました。
　思春期精神保健電話相談のスーパーバイズを隔月で年６回開催
しました。担当職員の思春期精神保健電話相談のスキルアップと
ともに、関係機関にも周知し、児童相談所職員にも参加してもら
い事例検討を１回実施しました。

　思春期精神保健電話相談スーパーバイズを実施し、相談を受け
る職員のスキルを向上させながら電話相談を実施することができ
ました。
　児童相談所以外の思春期の各種相談に対応している区役所、教
育機関等も参加できるように、引き続き関係機関に思春期精神保
健電話相談スーパーバイズを周知していきたいと考えておりま
す。

C
健康福
祉局

こころ
の健康
課

70 健全母性育成事業

■目的・目標：思春期特有の医学的問題や、性や心の問
題等に関する不安や悩みに対する相談に応じることで、
母性保健知識等の普及・啓発を図ります。

■事業概要：各区保健福祉センターにおいて、思春期の
男女及びその保護者を対象に思春期特有の心やからだ、
性に関することや性感染症等に対し個別相談を行いま
す。市内の学校等に対して集団指導を実施します。

　地域みまもり支援センターにおいて性を含めた心や身体の
健康について面接や電話による個別相談を随時実施しまし
た。
　また小、中、高校、特別支援学校等において、集団指導に
よる健康教育や、講師を招き講演会を実施しました。講演会
のテーマとして、命の大切さや性的マイノリティ、デートＤ
Ｖ等に関する内容を扱うことで、子どもが自分や相手の命や
性を尊重するための意識啓発を行いました。

　地域みまもり支援センターにおいて性を含めた心や身体の
健康について面接や電話による個別相談を随時実施しまし
た。
　また小、中、高校、特別支援学校等において、集団指導に
よる健康教育や、講師を招き講演会を実施しました。講演会
のテーマとして、命の大切さや性的マイノリティ、デートＤ
Ｖ等に関する内容を扱うことで、子どもが自分や相手の命や
性を尊重するための意識啓発を行いました。

　地域みまもり支援センターにおいて性を含めた心や身体の健康
について面接や電話による個別相談を随時実施しました。
　また小、中、高校、特別支援学校等において、集団指導による
健康教育や、講師を招き講演会を実施しました。講演会のテーマ
として、命の大切さや性的マイノリティ、デートＤＶ等に関する
内容を扱うことで、子どもが自分や相手の命や性を尊重するため
の意識啓発を行いました。

　思春期特有の医学的問題や、性や心の問題等に関する不安や悩
みに対する相談に応じることで、母性保健知識等の普及・啓発を
図るため、適正に事業を実施しました。
　今後も各区における電話・面接での相談の周知を図るととも
に、集団健康教育を効果的に実施していくことで、地域みまもり
支援センターが思春期の心や体、性に関して相談できる場だとい
うことを生徒に向けて周知し、性に関する正しい知識の普及を図
る必要があります。
　また、集団指導においては引き続き実施する対象に合わせ、効
果的な集団指導となるよう、学校・施設や講師との調整を綿密に
行い実施する必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室〔母
子保
健〕

71
性同一性障害など
に悩む児童生徒へ
の対応

■目的・目標：教職員が性的マイノリティの人権課題に
対して、正しい知識を得て、理解を深めるための取組を
行います。

■事業概要：性的マイノリティの人権課題に関する教職
員を対象とした研修を行います。また、悩みを抱えた児
童生徒や保護者への対応に向けた学校への支援を図りま
す。

   各学校の人権尊重教育推進担当者研修、ライフステージに
応じた教職員研修（初任者、２校目異動者、中堅職員、１５
年経験者、教頭、校長）、学校からの要請研修において、性
的マイノリティのに関わる人権課題について理解を深めると
ともに、性同一性障害などに悩む児童生徒が安心して学校生
活を送ることができるよう、具体的な支援のあり方について
周知を図りました。
　実際に悩みを抱えている児童生徒に対して、関係機関と連
携し、学校訪問をし、継続して支援を行いました。

   各学校の人権尊重教育推進担当者研修、ライフステージに
応じた教職員研修（初任者、２校目異動者、中堅職員、１５
年経験者、教頭、校長）、学校からの要請研修において、性
的マイノリティのに関わる人権課題について理解を深めると
ともに、性同一性障害などに悩む児童生徒が安心して学校生
活を送ることができるよう、具体的な支援のあり方について
周知を図りました。
　実際に悩みを抱えている児童生徒に対して、関係機関と連
携し、学校訪問をし、継続して支援を行いました。
　関連する部署による連絡会議を設置し、情報共有の促進を
図りました。

　子どもの権利学習派遣事業「性の多様性プログラム」として、
性的マイノリティの当事者団体を講師に招き、ありのままの自分
でいる権利等を学ぶ新たなメニューを試行し、２１校で実施しま
した。また、人権尊重教育担当者研修、PTA人権研修、用務員・
調理員・学校事務職員等人権研修において性的マイノリティを
テーマとして外部講師による講演を行いました。また、保護者向
けリーフレットを作成し、小学校５・６年、中学校、特別支援学
校に配布し、児童生徒、保護者及び教職員の理解促進を図りまし
た。

　ライフステージに応じた研修や担当者研修、「性の多様性プロ
グラム」の実施、リーフレットの配布を通じて、性的マイノリ
ティの児童生徒の悩みや具体的な対応について話をすることで理
解が深まり、教職員の意識の向上につながりました。校内で性的
マイノリティの人権についての研修が実施されるようになったこ
とや、子どもが理解するなど、性的マイノリティの児童生徒が安
心して学校生活が過ごせるような支援体制づくりが進んできまし
た。
　性的マイノリティの児童生徒の悩みが直接的に見えづらいた
め、日々の生活において、何気ない大人の言動が子どもの心に大
きく影響することがあります。教職員や保護者の意識改革は継続
して実施していく必要があります。

C
教育委
員会事
務局

教育政
策室

⑨ 　身体障害や知的
障害、発達障害等
による差別や不利
益を受けることが
ないよう、障害の
ある子どもや親等
に対する相談事業
や社会参加に向け
た支援等を行いま
す。

16条

72 地域療育センター
における相談事業

■目的・目標：０歳から１８歳までの障害及び障害の疑
いのある児童とその家族について、相談・診察・評価・
訓練及び全般的な支援を行います。

■事業概要：関係機関と連携をとりながら、相談、診察
等の総合的療育サービスを展開し、子どもに沿った援助
を総合的に行います。

　指定管理者に運営を委託している中央療育センター、南
部・北部地域療育センターの適切な運営を継続するととも
に、民設の川崎西部地域療育センターと合わせ市内４か所の
療育センターで障害及び障害の疑いのあるお子さんについて
適切な評価に基づく、総合的な療育・支援を行いました。

　指定管理者に運営を委託している中央療育センター、南
部・北部地域療育センター及び民設の川崎西部地域療育セン
ターと合わせ市内４か所の療育センターで適切な運営を継続
しました。また、障害及び障害の疑いのあるお子さんについ
て適切な評価や総合的な療育・支援を実施すると共に、川崎
区及び幸区においては子ども発達・相談センターを開設し、
お子さんの発育に関する相談窓口を増やすことで、相談まで
の待機時間を短縮しました。

　指定管理者に運営を委託する中央療育センター、南部・北部地
域療育センター及び民設の川崎西部地域療育センターと合わせた
市内４か所の地域療育センターにおいて、適切な運営を継続する
とともに、障害及び障害の疑いのあるお子さんについて適切な評
価や総合的な療育・支援を実施しました。
　また、令和3年度に川崎区・幸区へ設置した子ども発達・相談
センターについては、令和4年度は宮前区・多摩区に新たに設置
しました。

　地域療育センターにおいては、０歳から１８歳までの障害及び
障害の疑いのあるお子さんとその家族に対して、専門的かつ総合
的な支援を行いました。
　一方、社会的な障害に対する認識の高まりにより、地域療育セ
ンターへの相談が近年急増し、課題が顕在化したことから、発達
に不安のあるお子さんの専門相談窓口として、新たに子ども発
達・相談センターの開設を進め、地域療育センターは特に支援が
必要な障害児への支援に注力できる体制への移行を開始しまし
た。
　子ども発達・相談センターは現在市内4区に設置しています
が、引き続き設置効果を検証しつつ、未設置区への設置を進め、
相談支援体制の強化を図ります。

C
健康福
祉局

障害計
画課

73

地域での生活を支
援するための障害
福祉サービス（在
宅支援）

■目的・目標：障害を持ったこどもが豊かな地域生活を
送れるよう、法に基づいたサービスを提供します。

■事業概要：障害者総合支援法等に基づくサービス提供
を通じて、障害を持ったこどもも豊かな地域生活を送れ
るように支援します。

　市内在住の障害のある中高生の放課後や夏休み等の長期休
暇中において、放課後等デイサービス等で障害特性に応じた
支援を継続して実施しました。

　市内在住の障害のある中高生の放課後や夏休み等の長期休
暇中において、放課後等デイサービス等で障害特性に応じた
支援を継続して実施しました。

　市内在住の障害のある中高生の放課後や夏休み等の長期休暇中
において、放課後等デイサービス等で障害特性に応じた支援を継
続して実施しました。

  利用実績の伸びに応じた給付費等の増額が必要となっていきま
す。
　義務的な経費であるため、障害児施設や事業の利用実績の伸び
に応じて増額が必要であるため、対応してまいります。

C
健康福
祉局

障害福
祉課

74 ふれあいー障害福
祉の案内ー

■目的・目標：川崎市内の障害サービスに係る情報や相
談機関の連絡先等の情報提供を行います。

■事業概要：川崎市内にお住まいの障害者（児）やその
家族の方々が利用できる各福祉制度の概要や援護・相談
などの窓口を案内します。

　市民への障害福祉サービス等の情報提供のため、各区地域
みまもり支援センター等で配布する冊子１２，０００冊を作
成しました。また、視覚障害者等へ配慮するため、掲載内容
をホームページ上で公開し、点字版等を作成しました。

　市民への障害福祉サービス等の情報提供のため、各区地域
みまもり支援センター等で配布する冊子１５，０００冊を作
成しました。また、視覚障害者等へ配慮するため、掲載内容
をホームページ上で公開し、点字版等を作成しました。

　市民への障害福祉サービス等の情報提供のため、各区地域みま
もり支援センター等で配布する冊子１4，０００冊を作成しまし
た。また、視覚障害者等へ配慮するため、掲載内容をホームペー
ジ上で公開し、点字版等を作成しました。

　川崎市内にお住まいの障害者（児）やその家族の方々が利用で
きる障害福祉サービス等の情報提供を行いました。
　引き続き冊子・点字版の作成を行い、状況に応じた市民への障
害福祉サービス等の情報提供を行います。

C
健康福
祉局

障害計
画課

75 障害児施設の設
置・運営

■目的・目標：障害特性に応じた療育等の支援を行いま
す。

■事業概要：南・北・西部地域療育センター、中央療育
センター、ソレイユ川崎などの施設を設置・運営しま
す。

　障害児施設における障害特性に応じた療育等の支援を実施
しました。障害児の処遇向上、施設運営の健全化を図るため
の障害児施設給付費、措置費、処遇改善費を支出しました。

　障害児施設における障害特性に応じた療育等の支援を実施
しました。障害児の処遇向上、施設運営の健全化を図るため
の障害児施設給付費、措置費、処遇改善費を支出しました。

　障害児施設における障害特性に応じた療育等の支援を実施しま
した。障害児の処遇向上、施設運営の健全化を図るための障害児
施設給付費、措置費、処遇改善費を支出しました。

  利用実績の伸びに応じた給付費等の増額が必要となっていきま
す。
　義務的な経費であるため、障害児施設や事業の利用実績の伸び
に応じて増額が必要であるため、対応してまいります。

C
健康福
祉局

障害福
祉課
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推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑨ 　身体障害や知的
障害、発達障害等
による差別や不利
益を受けることが
ないよう、障害の
ある子どもや親等
に対する相談事業
や社会参加に向け
た支援等を行いま
す。

16条

76
発達障害者支援セ
ンター事業

■目的・目標：発達障害児者に対する支援を行う地域の
拠点として、本人及び家族等からの相談に応じ、適切な
指導及び助言を行うとともに、関係機関との連携を強化
し、地域における支援体制の整備を促進します。

■事業概要：発達障害児者やその家族に対する専門相
談、発達障害児者を支援する関係職員への研修や市民へ
の普及啓発を行います。また、関係者で構成される発達
障害者支援地域連絡調整会議を開催し、情報交換等を行
います。

　発達相談支援センターにおいて、子どもの発達障害に関わ
る一般的な相談の他、医療相談や就労相談等を実施しまし
た。
　また、子どもの発達等の支援を行う関係機関職員向け研修
として、幼稚園・保育所等職員向けに発達相談支援コーディ
ネーター養成研修を実施しました。市民への普及啓発講座と
して、発達障がい応援キャラバン（一部、緊急事態宣言中に
予定していた講座は中止）、市民講座「発達障害児の子育て
のコツ」をテーマに実施しました。
　発達障害支援地域連絡調整会議を令和３年3月に書面開催
し、発達障害児・者支援に関する取組や課題等の共有を行い
ました。

　発達相談支援センターにおいて、子どもの発達障害に関わ
る一般的な相談の他、医療相談や就労相談等を実施しまし
た。
　また、子どもの発達等の支援を行う関係機関職員向け研修
として、幼稚園・保育所等職員向けに発達相談支援コーディ
ネーター養成研修を実施しました。市民への普及啓発講座と
して、発達障がい応援キャラバン、市民講座「発達の気にな
るお子さんの理解と具体的支援について～作業療法士の立場
から～」をテーマにオンライン形式で実施し、市民講座につ
いては後日オンデマンド配信も行いました。
　発達障害支援地域連絡調整会議を令和4年3月に開催し、
発達障害児・者支援に関する取組や課題等の共有を行いまし
た。

　発達相談支援センターにおいて、学齢児以降の発達障害に関わ
る一般的な相談の他、医療相談や就労相談等を実施しました。
　また、関係機関職員向け研修として、保育所・幼稚園等職員向
けの「発達相談支援コーディネーター養成研修」（オンライン研
修）や学校や福祉事業所等職員向けの「発達障害対応力向上研
修」（オンライン・集合研修）等を実施し、支援者の育成・養成
を行いました。市民向けには、「市民講座」や「発達障がい応援
キャラバン」を開催し、普及啓発等を行いました。
　発達障害支援地域連絡調整会議を令和５年3月に開催し、発達
障害児・者支援に関する取組や課題等の共有を行いました。

　発達障害児・者の専門相談機関である発達相談支援センターに
おいて、個別の相談に丁寧に応じるとともに、各種取組を通じ
て、地域支援者の養成・育成を図る等、発達障害児・者への支援
体制の強化を行いました。
　地域支援者養成のための研修や啓発の取組については、市民や
関係機関等のニーズを適宜把握することが重要であり、それに見
合った内容（実施方法を含む）となるよう、検討を行いながら取
組を進めます。

C
健康福
祉局

障害計
画課

77 発達相談支援教室

■目的・目標：精神発達面に課題があると思われる幼児
や、親子関係、養育環境等の改善が必要な親子に対し、
適切な支援を提供します。

■事業概要：集団での親子遊びや保護者同士の交流、学
習等を通じて、幼児の健全な発育発達を促すような働き
かけを行い養育を支援します。

　臨床心理士の発達に関する講話、言語聴覚士の言葉に関す
る講話、体育指導員、保育士による親子体操や遊びを通して
幼児の健全な発育発達を促す事業等を展開し必要に応じて他
事業とも連携させながら継続的に支援を実施しました。

　臨床心理士の発達に関する講話、言語聴覚士の言葉に関す
る講話、体育指導員、保育士による親子体操や遊びを通して
幼児の健全な発育発達を促す事業等を展開し必要に応じて他
事業とも連携させながら継続的に支援を実施しました。

　臨床心理士の発達に関する講話、言語聴覚士の言葉に関する講
話、体育指導員、保育士による親子体操や遊びを通して幼児の健
全な発育発達を促す事業等を展開し必要に応じて他事業とも連携
させながら継続的に支援を実施しました。

　幼児の健全な発達発育を促すため、臨床心理士等専門職による
事業を展開し、継続的な支援を実施しました。
　発育発達に不安を持つ親子が増えていることや対象年齢の幅が
広がってきているため、参加対象、内容について検討しつつ、今
後も遊びや食生活、生活リズム等の大切さを学習する発達相談支
援教室の充実を図っていく必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室〔母
子保
健〕

78 わくわくプラザ事
業(障害児対応）

■目的・目標：障害のある子どもが活動しやすくなるよ
う環境整備を進めるとともに、学校との連携を図り、子
ども同士の交流を促進します。

■事業概要：職員の子どもの権利に関する認識を向上さ
せ、障害等による差別や不利益を受けることなく利用で
きるよう、学校や地域と連携を図り、適切に対応しま
す。

　学校や地域と連携を図り、児童にとって利用しやすく過ご
しやすい施設にするとともに、障害のある子どもへの支援を
適切に行いました。
  具体的には、支援級に通学する児童の対応として、学校と
の情報交換を図るとともに、わくわくプラザでの生活や家庭
の様子について保護者とコミュニケーションをとったり、利
用方法などの相談を行い利用児童に寄り添った対応を行って
います。その他、施設職員を対象にした市主催の資質向上研
修や運営法人が独自に実施する障害児の対応をテーマにした
研修を実施することで職員のスキルアップを図っています。

　学校等と連携を図り、児童にとって利用しやすく過ごしや
すい施設にするとともに、障害のある子どもへの支援を適切
に行いました。
  具体的には、支援級に通学する児童の対応として、学校と
の情報交換を図るとともに、わくわくプラザでの生活や家庭
の様子について保護者とコミュニケーションをとったり、利
用方法などの相談を行い利用児童に寄り添った対応を行って
います。その他、施設職員を対象にした市主催の資質向上研
修や運営法人が独自に実施する障害児の対応をテーマにした
研修を実施することで職員のスキルアップを図っています。

　学校等と連携を図り、児童にとって利用しやすく過ごしやすい
施設にするとともに、障害のある子どもへの支援を適切に行いま
した。
  具体的には、支援級に通学する児童の対応として、学校との情報
交換を図るとともに、わくわくプラザでの生活や家庭の様子につ
いて保護者とコミュニケーションをとったり、利用方法などの相
談を行い利用児童に寄り添った対応を行っています。その他、施
設職員を対象にした市主催の資質向上研修や運営法人が独自に実
施する障害児の対応をテーマにした研修を実施することで職員の
スキルアップを図っています。

　学校等と連携を図ることで、必要な支援を適切に行うことによ
り、児童にとって利用しやすく過ごしやすい環境を提供した。
　引き続き必要な支援を適切に行い、子どもの権利が守られるよ
う対応していく必要がある。

C
こども
未来局

青少年
支援室

79 統合保育

■目的・目標：障害の有無を理由として差別や不利益を
受けることがないよう、保育所・家庭や地域等における
子どもの権利保障に必要な支援を行います。

■事業概要：障害のある子どもも含めて全ての子どもが
ともに過ごす中で互いに理解しあい、支えあう保育所等
での活動を支援し、統合保育を充実します。

　研修や巡回支援の実施、他機関との連携を図り、インク
ルーシブ保育を充実させました。

　研修や巡回支援の実施、他機関との連携を図り、インク
ルーシブ保育を充実させました。

　研修や巡回支援の実施、他機関との連携を図り、インクルーシ
ブ保育を充実させました。

　障害の有無を理由として差別や不利益を受けることがないよ
う、障害のある子どもも含めて全ての子どもがともに過ごす中で
互いに理解しあい、支えあう保育所等での子どもの権利保障に必
要な支援を行いました。
　引き続きインクルーシブ保育について学ぶ機会を作り、他機関
との連携を推進します。

C
こども
未来局

保育・
子育て
推進部

80
子どもの発達支援
事業（幸区）

■目的・目標：「新しい環境になじみにくい」「乱暴」
「じっとしていられない」「こだわりが強い」など、集
団への適応に心配のある児童を養育している保護者が集
まり、養育上の大変さや悩みを共有するとともに、講座
を通して適切な養育の方法について学び、児の健全な成
長発達を促します。

■事業概要：発達に課題・心配のある子どもを持つ保護
者、子どもとの関わりに悩みを抱えている保護者が、子
どもとの向き合い方や子どもの力を伸ばすかかわりを学
ぶ講座を開催します。

 　以下のテーマで子どもの発達学習会を開催しました。
　こどもの遊びと発達（感覚統合を知ろう）を年4回（9月
25日16名、10月23日18名、11月27日14名。1月29日
24名参加）開催しました。延べ参加者は、母35人、父2
人、児35人の計72人でした。また、講師を依頼し、「こと
ばの発達について・感覚統合」を年４回実施しました。同室
保育も実施しました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年よりも回数
を減らし感染対策を行ったうえで実施しました。

　以下のテーマで子どもの発達学習会を開催しました。
　「子どものことばの発達と感覚統合について知ろう！」を
年5回（6月25日6世帯、8月27日8世帯、10月22日9世
帯、1月28日5世帯、2月25日7世帯が参加）開催しまし
た。延べ35世帯が参加し、中には父母ともに参加する家庭
もありました。また、同室保育も実施しました。
　新型コロナウイルス感染対策を徹底し、昨年よりも回数を
多く実施できました。

　次のテーマで子どもの発達学習会を開催しました。
　「子どものことばの発達と感覚統合について知ろう！」を年5
回（6月2４日7世帯、8月26日7世帯、10月28日9世帯、12月
2日６世帯、2月24日8世帯が参加）開催し、延べ37世帯が参加
しました。また、「イヤイヤ期の対応、子どものかかわり方につ
いて知ろう！」を年４回（7月11日５世帯、９月12日8世帯、１
１月25日６世帯、1月２７日３世帯が参加）開催し、延べ２２世
帯が参加しました。中には父母ともに参加する家庭もありまし
た。また、同室保育も実施しました。
　新型コロナウイルス感染対策を徹底し、昨年よりも回数を多く
実施できました。

　新型コロナウイスる感染拡大により、開催回数の制限を行うこ
ともありましたが、参加希望者も年々増加し、コロナ禍での孤立
や育児不安、発達の課題を抱える親子が増加している課題に対し
て適切な内容を実施し、今後のフォローにもつなげられる講座を
開催することができました。

C
幸区役
所

地域支
援課

81 子どもの発達支援
事業（中原区）

■目的・目標： 発達に何らかの課題がある子どもとその
保護者が地域の中で安心して生活できるよう、発達課題
の理解を深めるための情報提供や保護者同士の相互支援
の推進、課題解決に向けての検討等を行うことで、発達
支援活動の向上を図ることを目的とする。

■事業概要：子どもの発達支援に関わる関係機関・団体
が情報や課題を共有・検討し、「切れ目のない支援」の
構築を図ります。また発達に課題をもつ就学前・就学後
の子どもの保護者を対象とした交流会（保護者セミ
ナー・保護者ミーティング）の開催により、保護者の子
どもへの対応スキル向上をめざすとともに、保護者相互
支援を推進します。

　子どもの発達に係る相談や支援、活動を行う関係機関や団
体による「発達支援検討会」を書面会議にて実施しました。
検討会が発足して１０年を迎え、これまでの活動を振り返る
とともに、「顔の見える関係」を維持し連携を深めていくこ
との重要性を再確認しました。また保護者セミナー・保護者
ミーティングを各々全５回開催しました。参加者からは「気
づきが得られた」「励まされた」「悩みが分かち合えた」な
ど感想をいただき、子どもへの理解を深めたり対応を学ぶ場
となっています。

　子どもの発達に係る相談や支援、活動を行う関係機関や団
体による「発達支援検討会」をコロナの蔓延状況を鑑み、オ
ンラインと会場参加のハイブリット方式で実施し、就学につ
いての課題・コロナ禍での発達支援を取り巻く現状の共有な
どを行いました。また保護者向けの子どもの発達支援セミ
ナー、保護者ミーティングを各々７回開催しました。コロナ
の感染状況に応じてオンラインも取り入れながら実施しまし
た。参加者からは「同じ悩みを分かち合えた」「困っている
ことを聞いてもらえて気持ちが楽になった」などの感想をい
ただき、保護者が子どもへの理解を深めたり個別性に応じた
対応を学ぶ場となっています。

　子どもの発達に係る相談や支援、活動を行う関係機関や団体に
よる「発達支援ネットワーク会議」を実施し、就学等について発
達支援を取り巻く現状の共有などを行いました。また保護者向け
の子どもの発達支援セミナーを９回、保護者ミーティングを７回
開催しました。参加者からは「同じ悩みを分かち合えた」「困っ
ていることを聞いてもらえて気持ちが楽になった」などの感想を
いただき、保護者が子どもへの理解を深めたり個別性に応じた対
応を学ぶ場となっています。

　保護者や児童の支援のため、区内関係機関の活動を理解しあ
い、顔が見える関係を継続し連携の足掛かりとすることができま
した。また、保護者同士での情報共有や悩みを分かち合える場、
専門機関からアドバイスを得られる場として実施し、概ね満足と
の反応が得られています。
　保護者の抱える思いや課題は各々違いますが、他の保護者の話
を聞くことで多様性を認め合い、悩みながらも関係機関とつなが
り続ける機会として継続していくことが望ましいと考えます。そ
のためにも実施内容について広報の機会を増やすことは改善の余
地があると思われ、引き続き取り組んでまいります。

C
中原区
役所

地域支
援課

82
幼児の発達支援事
業（多摩）

■目的・目標：幼児の健康の保持増進及び発達への支援
を行い、同時に虐待予防を図ることにより子どもの権利
を保障します。

■事業概要：「言葉が遅い」、「多動落ち着きが無
い」、「こだわりが強い」など精神及び社会性の発達に
関する不安や、育てにくさを感じている幼児と保護者に
対し、子どもの発達を促す支援と保護者の育児不安や負
担の軽減を図るように支援します。

　1歳半健診後のフォローとして2歳児までの親子を対象と
したグループ（年９回）と3歳児までの親子を対象としたグ
ループ（年９回）を実施した。参加前後にアンケートを導入
し、子どもの変化を把握しフォローを実施しました。個々の
保護者の関わり方を助言し集団支援と個別支援を行い、子ど
もへの発達支援と保護者の育児負担の軽減を行いました。ま
た、今年度は新型コロナウイルス感染症防止に配慮しながら
安全に実施しました。

　1歳半健診後のフォローとして2歳児頃の親子を対象とし
たグループ（年8回）と3歳児までの親子を対象としたグ
ループ（年7回）を実施しました。参加前後にアンケートを
導入し、子どもの変化を把握しフォローを実施しました。
個々の保護者の関わり方を助言し集団支援と個別支援を行
い、子どもへの発達支援と保護者の育児負担の軽減を行いま
した。また、今年度は新型コロナウイルス感染症防止に配慮
しながら安全に実施しました。

　主に所属に属さない2歳前後を対象児とした事業を実施しまし
た。個々の保護者の関わり方を助言し集団支援と個別支援を行
い、子どもへの発達支援と保護者の育児負担の軽減を行いまし
た。事業終了後も対象母子に合わせた事業や関係機関への紹介を
行うことができました。

　令和4年度は多摩区内に新たに子ども発達相談センターが開設
されることがあり、対象児について変更を行いました。主に所属
に属さない2歳前後を対象児とした事業を実施し、個々の保護者
の関わり方を助言し集団支援と個別支援を行い、子どもへの発達
支援と保護者の育児負担の軽減を行いました。事業終了後も対象
母子に合わせた事業や関係機関への紹介を行うことで、子どもの
発達を促す支援と保護者の育児不安や負担の軽減を図り、切れ目
のない支援を行うことができました。
　事業の対象者について、主に所属に属さない2歳前後としてき
ましたが、本事業を必要とする区民が参加できるように、令和5
年度は所属に属する児についても対象範囲を広げて事業を展開し
ていきます。今後も関係機関の状況などを鑑みながら、対象者の
ニーズに合った支援を展開していくことが必要と考えます。

C
多摩区
役所

地域支
援課
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施策の方向Ⅱ　個別の支援 ３年間の自己評価（A～Cの５段階評価で入力）
達成度＝A：目標を大きく上回って達成　B：目標を上回って達成　C：ほぼ目標どおり　D：目標を下回った　E：事業の廃止

推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑨ 　身体障害や知的
障害、発達障害等
による差別や不利
益を受けることが
ないよう、障害の
ある子どもや親等
に対する相談事業
や社会参加に向け
た支援等を行いま
す。

16条

83 精神衛生外来診療

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第16
条に定める個別の必要に応じて支援を受ける権利によ
り、発達障害等の症状のある子どもにカウンセリングを
実施します。

■事業概要： 発達障害、自閉症、不登校などの心身症
症状を呈する子どもに対し、カウンセリングを行い症状
の緩和をめざします。

　令和２年４月から令和３年３月までの１年間で延べ85人
（月平均７人）のカウンセリングを行いました。

　令和３年４月から令和４年３月までの１年間で延べ162人
（月平均14人）のカウンセリングを行いました。

　令和４年４月から令和５年３月までの１年間で延べ177人（月
平均15人）のカウンセリングを行いました。

　コロナ禍より体の不調を訴える児童が多くなりました。すべて
の需要に応えられる状況ではありませんが、今後も対応していき
たいと思います。

C 病院局

川崎病
院事務
局庶務
課

84

通常の学級児童生
徒と特別支援学
級・特別支援学校
児童生徒の相互交
流

■目的・目標：交流及び共同学習の促進を図ります。

■事業概要：一人ひとりの教育的ニーズに応じて、特別
支援学級在籍児童生徒と通常の学級の児童生徒との交
流、特別支援学校と地域の学校との交流、あるいは特別
支援学校に在籍している児童生徒と居住地の学校の児童
生徒との交流を推進します。

　市立の小中学校で特別支援学級を設置している学校は小中
学校を合わせて165校であり、小中学校内で行われる障害の
ある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習を
継続的に実施しています。
　また、川崎市域の特別支援学校に在籍する児童生徒と居住
地の学校の児童生徒との間で行われる交流及び学校間交流に
ついては、対象となる特別支援学校７校で居住地交流を希望
する児童生徒に一人当たり年間３回程度実施しています。令
和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響で、
例年と比較し実施校数等が少なく、地域の小学校10校、中
学校3校と交流を行い、13名が参加したところです。小中学
校内で行われる交流及び共同学習、また特別支援学校の居住
地交流の内容については、個々の教育的ニーズに応じ各教科
の学習や学校行事に参加している状況が報告されています。

　市立の小中学校で特別支援学級を設置している学校は小中
学校を合わせて165校であり、小中学校内で行われる障害の
ある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習を
継続的に実施しています。
　特別支援学校に在籍する児童生徒と居住する地域の小中学
校の児童生徒と間で行われる交流及び共同学習については、
対象となる特別支援学校７校で居住地校交流を希望する児童
生徒について実施しています。令和３年度においては、引き
続き新型コロナウイルス感染症の影響で、実施数は少なく、
地域の小学校１４校、中学校２校において１７名の児童生徒
が居住地校交流を実施しました。また、今年度「居住地校交
流あり方検討会議」を設置し、モデル校５校における取組を
とおして今後のあり方の検討を行いました。
　小中学校内で行われる交流及び共同学習、また特別支援学
校の居住地校交流の内容については、個々の教育的ニーズに
応じ各教科の学習や学校行事等に参加している状況が報告さ
れています。

　市立の小中学校で特別支援学級を設置している学校は小中学校
を合わせて165校であり、小中学校内で行われる障害のある児童
生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習を継続的に実施
しています。
　特別支援学校に在籍する児童生徒と居住する地域の小中学校の
児童生徒との間で行われる交流及び共同学習については、対象と
なる特別支援学校７校で居住地校交流を希望する児童生徒を対象
に実施しています。令和４年度においては、地域の小学校３１
校、中学校１７校において６４名の児童生徒が居住地校交流を実
施しました。また、市立特別支援学校に在籍する児童生徒につい
ては、学区の小中学校に副次的な学籍である交流籍を設けた上で
交流を実施しました。さらに、交流を実施する市立特別支援学校
及び小中学校を対象として、居住地校交流連絡会議を年３回開催
し、意義や目的を周知するとともに、学校間の情報共有や意見交
換を行い、組織的・計画的・継続的な取組となるよう推進しまし
た。

　小中学校内で行われる障害のある児童生徒と障害のない児童生
徒との交流及び共同学習については、継続的に実施することがで
きました。
　居住地校交流については、令和２年度に課題の整理を行い、令
和３年度にあり方検討会議等により今後の取組の方向性を決定し
ました。令和４年度には副次的な学籍を導入するとともに居住地
校交流連絡会の開催等、各学校での取組が充実したものとなるよ
う、３年間で段階的に推進してまいりました。新型コロナウイル
ス感染症により、交流の実施が難しい時期もありましたが、令和
４年度については、実施人数及び回数が、令和元年より増加しま
した。
　今後も障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことが
できるインクルーシブ教育システムの構築と、各学校における交
流及び共同学習並びに特別支援学校の居住地校交流の充実を図
り、計画的・継続的に実施できるようその必要性についての周知
や好事例の紹介等をしてまいります。

C
教育委
員会事
務局

支援教
育課

85 心の健康相談支援
事業

■目的・目標：児童生徒の心の健康問題に対処するため
に、医学面も含めた学校への支援体制を充実させます。

■事業概要：心の健康に起因する問題について、精神科
医等による面接相談を実施するほか、精神科医等を派遣
しての学校で面接相談を実施します。また、相談事例に
基づいた研修会等を行い、心の健康問題への啓発活動を
実施します。

　学校からの要請に基づき、精神科医等を学校に派遣し、面
接相談を実施しました。研修会については、新型lコロナウイ
ルス感染症の影響のため、中止といたしました。

　学校からの要請に基づき、精神科医等を学校に派遣し、面
接相談を実施しました。研修会については、新型lコロナウイ
ルス感染症の影響のため、今年度は動画配信で実施しまし
た。

　学校からの要請に基づき、精神科医等を学校に派遣し、面接相
談を実施しました。研修会については、今年度は集合形式で実施
しました。

　児童生徒の心の健康課題に対処するために、医学的な面も含め
て学校への専門家の援助を通じて、養護教諭等が行う健康相談に
対する支援体制の充実を図ることができました。今後も継続し
て、学校からの要請に基づき、精神科医等の面接相談を実施し、
研修会についても、継続して実施します。
　学校からの相談内容が多様化、複雑化している中、本事業だけ
では対応できない状況があることから、引き続き、他部署での事
業や他の相談機関と連携してまいります。

C
教育委
員会事
務局

健康教
育課

86
特別支援教育体制
充実事業

■目的・目標： 川崎市立の小・中学校及び高等学校の
通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児
童生徒に対する、学校としての支援体制の整備、充実を
図るために、特別支援教育体制充実事業を実施します。

■事業概要：川崎市立の小･中学校及び高等学校の通常
の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児
童生徒に対する理解を促進し、学校としての特別支援教
育体制の充実を図ります。

　校内支援体制の構築を目的として、「特別支援教育コー
ディネーター連絡会議」を年４回開催しました。発達障害等
のある児童生徒への支援について、学校種に応じた課題の共
有及び今年度の重点目標等について提案を行いました。ま
た、新しくコーディネーターを担当する教員に対して、校種
別に「コーディネーター養成研修」を実施しました。
　小中学校の支援が必要な児童生徒について、各学校で作成
している個別の指導計画を活用しながら、巡回相談員が見立
てや支援方法などのコーディネーターや学級担任に助言を行
う巡回相談を実施しました。また、高等学校の支援が必要な
生徒については、高等学校支援員が学級担任やコーディネー
ターへの助言、本人・保護者へのフィードバック、個別の指
導計画の作成支援や関係機関への適切なつなぎなどを行いま
した。

　校内支援体制の構築を目的として、「特別支援教育コー
ディネーター連絡会議」を年４回開催しました（全校種２
回、校種別２回）。発達障害等のある児童生徒への支援につ
いて、コーディネーター業務にかかわる情報提供や研修、中
学校区での情報交換を実施した。
　また、新しくコーディネーターを担当する教員に対して、
校種別に「コーディネーター養成研修」を実施しました。
　中学校の支援が必要な児童生徒について、各学校で作成し
ている個別の指導計画を活用しながら、巡回相談員が見立て
や支援方法などのコーディネーターや学級担任に助言を行う
巡回相談を実施しました。
　高等学校の支援が必要な生徒については、高等学校支援員
が学級担任やコーディネーターへの助言、本人・保護者への
フィードバック、個別の指導計画の作成支援や関係機関への
適切なつなぎなどを行いました。

　令和４年度は、小中高等学校及び特別支援学校のコーディネー
ターの名称を「支援教育コーディネーター」と名称統一を行いま
した。
　校内支援体制の構築を目的として、引き続き「支援教育コー
ディネーター連絡会議」を年４回開催しました（全校種２回、校
種別２回）。特別な教育的ニーズの多様化に伴い、支援教育課や
教育政策室、教育相談センターと連携を図り、発達障害等のある
児童生徒への支援について、支援教育コーディネーター業務にか
かわる情報提供や研修、中学校区での情報交換を実施しました。
　また、新しく支援教育コーディネーターを担当する教員に対し
て、校種別に「支援教育コーディネーター養成研修」を実施しま
した。
　高等学校の支援が必要な生徒については、引き続き、高等学校
支援員が学級担任や支援教育コーディネーターへの助言、本人・
保護者へのフィードバック、個別の指導計画の作成支援や関係機
関への適切なつなぎなどを行いました。

　障害の有無にかかわらず、特別な教育的ニーズのある児童生徒
に対して、適切な支援を行う支援教育コーディネーターの役割
は、児童生徒及び保護者、学校関係者には一定程度周知されまし
た。支援教育コーディネーター連絡会議では、特別な教育的ニー
ズの多様化に伴い、支援教育課や教育政策室、教育相談セン
ター、各区教育担当等と連携を図り、「児童生徒指導・教育相
談・特別支援教育」の３つの視点を生かして、最新の情報を踏ま
えながら、適切な会議・研修の企画・運営を行いました。
　令和５年度に向けて、支援教育コーディネーターを支える体制
整備について、支援教育課と教育相談センターと検討を進めてい
ます。コーディネーターの資質の向上については、３年計画で研
修を実施し、支援教育コーディネーターを育成することを検討し
ています。
　今後については、特別な教育的ニーズの多様化・重複化に対応
するため、本市における支援教育のコンセプトの共有に関して、
支援教育課や教育政策室、教育相談センター、各区教育担当等で
調整や連携を図ります。

C
教育委
員会事
務局

特別支
援教育
セン
ター

⑩ 　児童養護施設等
に入所する子ども
への子どもの権利
ノートの配布等、
権利保障の仕組み
づくりや、不登校
の子どもへの家庭
訪問や適応指導教
室等を実施しま
す。

16条

87
児童養護施設等に
入所する子どもの
権利ノート活用

■目的・目標：施設措置児童に「子どもの権利ノート」
を配布することで相談しやすい環境を整備し、児童の権
利擁護を図ります。

■事業概要：５県市（神奈川県・横浜市・川崎市・相模
原市・横須賀市）合同で、児童向けに「子どもの権利
ノート」を作成・配布し、措置児童の権利擁護を図りま
す。

　各児童相談所を通して市内施設へ「子どもの権利ノート」
を配布し説明を行いました。

　各児童相談所を通して市内施設へ「子どもの権利ノート」
を配布し説明を行いました。
　今年度は子どもが要望を伝えやすいよう、同封するハガキ
をA4の用紙に改め、記載する内容も最小限にするなど工夫
をしました。

　各児童相談所を通して市内施設へ「子どもの権利ノート」を配
布し説明を行いました。
また、５県市調整のうえ、子どもの権利ノートの文面を見直しま
した。

　施設措置児童に、「子どもの権利ノート」を配布し説明を行い
ました。また、権利ノート文面や同封ハガキについて見直しを行
いました。
　今後も措置児童の年齢や成長段階に応じた理解ができるよう説
明方法を工夫しながら「子どもの権利ノート」を配布し、委託児
童の権利保護を図ります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室〔児
童福
祉〕

88 里親家庭用｢子ども
の権利ノート」

■目的・目標：里親委託児童に「子どもの権利ノート」
を配布することで相談しやすい環境を整備し、児童の権
利擁護を図ります。

■事業概要：５県市（神奈川県・横浜市・川崎市・相模
原市・横須賀市）合同で、里親家庭で養育される児童向
けに「子どもの権利ノート」を作成・配布し、委託児童
の権利擁護を図ります。J34:J35

　里親に委託した児童に対し「子どもの権利ノート」を配布
し説明を行いました。

　各児童相談所を通して里親委託児童へ「子どもの権利ノー
ト」を配布し説明を行いました。
　今年度は子どもが要望を伝えやすいよう、同封するハガキ
をA4の用紙に改め、記載する内容も最小限にするなど工夫
をしました。

　各児童相談所を通して里親に委託した児童に対し「子どもの権
利ノート」を配布し説明を行いました。
また、５県市調整のうえ、子どもの権利ノートの文面を見直しま
した。

　里親委託児童に、「子どもの権利ノート」を配布し説明を行い
ました。また、権利ノート文面や同封ハガキについて見直しを行
いました。
　今後も委託児童の年齢や成長段階に応じた理解ができるよう説
明方法を工夫しながら「子どもの権利ノート」を配布し、委託児
童の権利保護を図ります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室〔児
童福
祉〕

89
児童養護施設等で
の啓発活動、情報
提供等

■目的・目標：施設入所児童がより安心して暮らせるよ
う支援し、施設職員の知識向上を図ります。

■事業概要：施設内における子どもの権利を保障するた
め、施設において子どもの声を拾い上げる仕組みの整備
や、職員の資質向上を図る研修等が実施されるよう必要
な情報提供や支援等を行います。

　各施設内においてそれぞれ権利意識の醸成に関する研修等
を開催し、職員の育成に努めました。

　各施設内においてそれぞれ権利意識の醸成に関する研修等
を開催し、職員の育成に努めました。

　各施設内においてそれぞれ権利意識の醸成に関する研修等を開
催し、職員の育成に努めました。

　各施設・児童相談所とも連携し、権利擁護の醸成を進めてまい
りました。
　今後は児童福祉法の改正（意見表明権）も踏まえていきなが
ら、施設内における児童の権利保護の意識づけを行ってまいりま
す。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室〔児
童福
祉〕
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⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑩ 　児童養護施設等
に入所する子ども
への子どもの権利
ノートの配布等、
権利保障の仕組み
づくりや、不登校
の子どもへの家庭
訪問や適応指導教
室等を実施しま
す。

16条

90
子ども夢パーク事
業（不登校児童生
徒居場所事業）

■目的・目標：不登校となった児童生徒等が安心して過
ごせる環境づくりを目指します。

■事業概要：学校や家庭・地域の中に居場所を見い出せ
ない子ども一人ひとりが、安心して過ごせる居場所をつ
くり、多様に育ち学ぶことを支援します。

　フリースペースえんにおいて、居場所を見いだせない子ど
もに安心して過ごせる居場所を提供し、保護者とともに子ど
もたちの多様な学びを支援しました。子どもの参画の下、さ
まざまな企画や講座を開催したほか、個別学習支援等をとお
して不登校となった児童生徒等が安心して過ごせる環境づく
りを実施しました。

　フリースペースえんにおいて、居場所を見いだせない子ど
もに安心して過ごせる居場所を提供し、保護者とともに子ど
もたちの多様な学びを支援しました。子どもの参画の下、さ
まざまな企画や講座を開催したほか、個別学習支援等をとお
して不登校となった児童生徒等が安心して過ごせる環境づく
りを実施しました。

　フリースペースえんにおいて、居場所を見いだせない子どもに
安心して過ごせる居場所を提供し、保護者とともに子どもたちの
多様な学びを支援しました。子どもの参画の下、さまざまな企画
や講座を開催したほか、個別学習支援等をとおして不登校となっ
た児童生徒等が安心して過ごせる環境づくりを実施しました。

　フリースペースえんにおいて、子どもの参画の下、様々な企画
や講座を開催したほか、個別学習支援等をとおして不登校となっ
た児童生徒等が安心して過ごせる環境づくりが実現できました。
　3年間は終始コロナ禍でしたが、不登校となった児童生徒等が
安心して過ごせる環境づくりに努め、子どもたちの居場所として
あり続けました。

C
こども
未来局

青少年
支援室

91 ＤＶ被害者の子ど
もへの支援

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第20
条に基づき、ＤＶ被害者の子どもに対する支援を実施し
ます。

■事業概要：子どもの目の前で行われるＤＶは児童虐待
であり、ＤＶが行われている家庭の子どもも被害者であ
ると捉え、特別な支援が必要な場合には、児童相談所等
関係機関と連携を図り適切に対応します。

　ＤＶ被害者の子どもに関しても、身体的、心理的な虐待が
疑われる場合などリスクが高いケースについては、児童相談
所等と連携を図り適切に対応しました。

　ＤＶ被害者の子どもに関しても、身体的、心理的な虐待が
疑われる場合などリスクが高いケースについては、児童相談
所等と連携を図り適切に対応しました。

　ＤＶ被害者の子どもに関しても、身体的、心理的な虐待が疑わ
れる場合などリスクが高いケースについては、児童相談所等と連
携を図り適切に対応しました。

　DVと虐待の関係性について、関係機関と会議や研修を通して周
知や連携の強化を図ってきました。児童相談所と区役所・支所と
の連携や、電話相談窓口であるDV相談支援センターからの情報提
供により、特別な支援が必要な場合において、適切な対応を行う
ことができました。
　毎年職員の異動がある中で、関係機関職員の理解や対応の水準
を維持、向上できるよう、会議や研修を通して周知や連携の強化
を継続的に行っていく必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室（事
業調整
担当）

92
児童相談所一時保
護所における学習
支援

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第21
条に基づき、児童相談所一時保護所における学習支援を
実施します。

■事業概要：一時保護所においての児童の学習をする権
利の確保を目的として、教員免許を持った学習専門指導
員（会計年度任用職員）を配置し学習室等において児童
へ学習支援を行います。

　一時保護所入所児童へ学習専門指導員により、学齢や能力
に応じた学習支援を実施し、入所児童の学習する権利の保障
に努めました。

　一時保護所入所児童へ学習専門指導員により、学齢や能力
に応じた学習支援を実施し、入所児童の学習する権利の保障
に努めました。

　一時保護所入所児童へ学習専門指導員により、学齢や能力に応
じた学習支援を実施し、入所児童の学習する権利の保障に努めま
した。

　児童相談所に一時保護されている児童の学習権を保障するた
め、教員免許を持った学習専門指導員を配置し、各個人の年齢や
能力に合わせた学習支援をすることができました。
　各個人に合わせたきめ細かな学習支援の実施に向けて在籍校や
教育委員会との更なる連携に取り組み、受験期の児童の目標や希
望に応じた手厚い支援を今後充実させていく必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室（事
業調整
担当）

93
児童相談所等で生
活している子ども
への情報提供等

■目的・目標：児童相談所一時保護所や施設入所をして
いる子どもへ子どもの権利に関する情報提供を行いま
す。

■事業概要：施設入所等を行う子どもに対して、相談体
制等の情報提供を行うために、子どもの権利ノートを配
布し、子どもの権利についての周知を図ります。

　一時保護所や施設入所中児童への相談支援のほか、施設等
入所時に子どもの権利ノートを配布し、子どもの権利につい
ての情報提供を図りました。

　一時保護所や施設入所中の児童への相談支援のほか、施設
等入所時に子どもの権利ノートを配布しました。
　また、一時保護所入所中の児童への弁護士による権利擁護
に関する説明の実施や、入所時に配布する一時保護所のしお
りの改定、一時保護所第三者委員活動の試行実施等を行いま
した。

　一時保護所や施設入所中の児童への相談支援のほか、施設等入
所時に子どもの権利ノートを配布しました。
　また、一時保護所入所中の児童への弁護士による権利擁護に関
する説明の実施や、子どもの権利カードの配布、一時保護所第三
者委員活動の実施等を行いました。

　施設等に入所となる児童に対して、必ず『子どもの権利ノー
ト』を配布し、また一時保護中の児童に対しては、「子どもの権
利カード」を配布するなど、年齢や能力に合わせて丁寧な説明、
情報提供ができました。
また、継続して施設等に入所している児童については年に１回、
児童福祉司から児童へ子どもの権利ノートについて説明をする機
会を作っています。
　児童福祉法の改正も踏まえ、さらなる子どもの権利擁護に向け
た取組について、関係局と検討していく必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室（事
業調整
担当）

94
思春期問題対策事
業（こどもサポー
ト旭町）

■目的・目標：不登校等の子ども及びその保護者の孤立
を防ぎ、社会参加を支援します。不登校等の子どもたち
の孤立を防ぎ、社会参加を支援し、学校への復帰や進学
等将来への展望につなげます。
　
■事業概要：不登校、ひきこもりなどの子どもとその保
護者が安心して利用することができるフリースペース
「こどもサポート旭町」を開催し、学校や社会生活への
参加を支援します。

　不登校、ひきこもりなどの子どもとその保護者が安心して
利用することができるフリースペース「こどもサポート旭
町」を週４回開室し、子ども一人ひとりに適した社会参加を
促すことができました。また、不登校等の子どもをもつ保護
者のための学習会として、「不登校保護者の会」を懇談会、
講演会、個別面談の形式で年３回行い、子どもへの理解や親
子の孤立防止に貢献しました。

　不登校、ひきこもりなどの子どもとその保護者が安心して
利用することができるフリースペース「こどもサポート旭
町」を週４回開所し、子ども一人ひとりに適した社会参加を
促すことができました。また、不登校を経験した高校生との
交流会を２回開催し、こどもサポート旭町の児童・生徒が将
来に対する考えや希望を育む機会を創出することができまし
た。不登校保護者の会は新型コロナウイルスの感染状況を鑑
みて中止とし、代替の取組として、個別面談を１回行うとと
もに、施設紹介の動画を作成することで、保護者に対する支
援や情報発信を行うことができました。

　不登校、ひきこもりなどの子どもとその保護者が安心して利用
することができるフリースペース「こどもサポート旭町」を週４
回開所し、子ども一人ひとりに適した社会参加を促すことができ
ました。また、「不登校を経験した高校生との交流会」を２回開
催し、こどもサポート旭町の児童・生徒が将来に対する考えや希
望を育む機会を創出することができました。「不登校保護者の
会」については、不登校等の子どもをもつ保護者の悩みや不安を
共有し解決につなげるための懇談会や、保護者・支援者にこども
サポート旭町をより広く知ってもらうための施設見学会を２回開
催し、保護者に対する支援や情報発信を行うことができました。

　「こどもサポート旭町」を週４回開所し、学校や家庭以外の居
場所をつくることで、児童・生徒同士の交流や社会参加等の支援
を行うことができました。また、「高校生との交流会」を計６回
開催して不登校児童・生徒の不安の解消につなげるとともに、
「不登校保護者の会」を計５回開催し、併せて個別面談や施設紹
介の動画作成等を行うことで、保護者に対する支援や情報発信を
行うことができました。
　地理的にこどもサポート旭町への通所が困難な子どもや課題を
抱える高校生の居場所づくりについて、庁内の関係部署や地域相
談支援センター等の関係機関と連携しながら、支援の充実を進め
る必要があります。

C
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

95 不登校対策連携会
議

■目的・目標：不登校対策に関わる施設や関係機関が連
携することで、不登校の子どもへの支援の充実を図りま
す。

■事業概要：不登校対策に関わる施設や関係機関との連
携会議を開催し、情報交換等を行い連携を深め、不登校
の未然防止、早期解決に向け取組ます。また不登校相談
会の実施や、進路情報説明会を実施し、不登校の子ども
にも進路などの必要な情報が得られるよう支援を行いま
す。

　コロナウイルス感染拡大防止のため、第一回目の会議を中
止し、第２回目の会議は書面開催としました。コロナ禍の不
登校にかかわる各関係機関・施設との情報交換を通して、各
機関・施設で行えることや連携して取組めることなどについ
て意見交換を行い、不登校の子どもへの支援の充実を図りま
した。
　また、相談会・進路情報説明会では、コロナ禍での開催と
なったため、例年よりも少ない135名の来場者があり、参加
した子どもたち、保護者に必要な情報提供を行いました。

　コロナウイルス感染拡大防止のため、第1回目の会議は開
催しましたが、第２回目の会議は書面開催としました。コロ
ナ禍の不登校にかかわる各関係機関・施設との情報交換を通
して、各機関・施設で行えることや連携して取組めることな
どについて意見交換を行い、不登校の子どもへの支援の充実
を図りました。
　また、相談会・進路情報説明会では、コロナ禍での開催と
なったため、例年よりも少ない100名の来場者があり、参加
した子どもたち、保護者に必要な情報提供を行いました。

　不登校対策連絡会議（旧連携会議）を6月と2月の年２回開催
し、不登校にかかわる各関係機関・施設との情報交換や具体的な
事例を通しての意見交換をすることで、不登校の子どもへの支援
の充実を図ることができました。9月に行った相談会・進路情報
説明会では、173名の来場者があり、子どもや保護者に進路につ
いてや居場所・学びの場についての情報提供を行い、成果を残す
ことができました。

　コロナ禍もあり、対面での開催ができないこともありました
が、NPOも含めた、川崎市内の不登校対策に関わる施設や関係機
関との連絡会議を定期的に開催し、情報交換等を行い連携を深
め、不登校の未然防止、早期解決に向けた取組を進めることがで
きました。
　不登校相談会・進路情報説明会を開催し、学校に行けなくて
も、子どもたち一人ひとりのニーズに合った情報が得られるよう
支援を行いました。今後も関係機関で連携し、支援の充実を図っ
てまいります。

C
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

96 適応指導教室（ゆ
うゆう広場）

■目的・目標：不登校の状態にある子どもの居場所とし
て適応指導教室（ゆうゆう広場）を設置運営し、小集団
による体験活動等を通して、学校復帰や社会的な自立を
支援します。

■事業概要：適応指導教室（ゆうゆう広場）において、
通級する子どもたちの状態に応じた活動を展開するため
に、担当者による情報交換と研修を行うなど、不登校の
子どもが安心していられる居場所づくりに努めます。

　市内６箇所のゆうゆう広場を運営し、小集団での体験活
動・学習活動を通して自主性の育成や、自尊感情を高め、学
校への復帰や社会的な自立につながるような支援を行いまし
た。また、相談員の連絡会議や研修を実施し、情報の共有と
相談技能の向上を図りました。令和２年度は、191名が通級
登録しました。

　市内６箇所のゆうゆう広場を運営し、小集団での体験活
動・学習活動を通して自主性の育成や、自尊感情を高め、学
校への復帰や社会的な自立につながるような支援を行いまし
た。また、相談員の連絡会議や研修を実施し、情報の共有と
相談技能の向上を図りました。令和３年度は、179名が通級
登録しました。

　市内６箇所のゆうゆう広場を運営し、小集団での体験活動・学
習活動を通して自主性の育成や、自尊感情を高め、学校への復帰
や社会的な自立につながるような支援を行いました。また、相談
員の連絡会議や研修を実施し、情報の共有と相談技能の向上を図
りました。令和４年度は、202名が通級登録しました。

　市内６箇所のゆうゆう広場を運営を通して、不登校児童生徒の
社会的な自立につながるような支援を行いました。また、相談員
の連絡会議や研修を実施し、情報の共有と相談技能の向上を図り
ました。
　コロナ不安等もあり、不登校について、背景や要因はますます
多様化複雑化することが考えられますが、どのような状況下で
も、通級する子どもたちが安心・安全に過ごし、自己肯定感を高
める活動を継続すると同時に、周知活動をさらに進め、ニーズの
ある子どもに支援が届くように努めていきます。

C
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

60



第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　３年間の実施状況及び総括（成果・課題）

施策の方向Ⅱ　個別の支援 ３年間の自己評価（A～Cの５段階評価で入力）
達成度＝A：目標を大きく上回って達成　B：目標を上回って達成　C：ほぼ目標どおり　D：目標を下回った　E：事業の廃止
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該当
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№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(５)共生社会に関する理
解の促進
　さまざまな状況に置か
れている子どもがそれぞ
れ尊重される共生社会の
実現に向けて、さまざま
な機会を利用して市民等
の理解の促進を図りま
す。

⑪ 16条

97 教育相談員・
メンタルフレンド

■目的・目標：不登校の子どもに寄り添うことで安心感
を与え、様々な自立活動を通して状況の改善を図りま
す。

■事業概要：適応指導教室(ゆうゆう広場）では、教育
相談員以外にボランティアとして、主に心理学を学ぶ大
学生や大学院生をメンタルフレンドに採用し、通級する
子どもたちの相談、活動補助を行います。

　令和２年度は、16名のメンタルフレンドが、６箇所のゆ
うゆう広場で通級する子どもたちに寄り添った活動を行い、
安心した居場所づくりを行いました。

　令和３年度は、11名のメンタルフレンドが、６箇所のゆ
うゆう広場で通級する子どもたちに寄り添った活動を行い、
安心した居場所づくりを行いました。

　令和４年度は、16名のメンタルフレンドが、６箇所のゆうゆう
広場で通級する子どもたちに寄り添った活動を行い、安心した居
場所づくりを行いました。

　心理学や教育について学ぶ大学生や大学院生をメンタルフレン
ドとして、ボランティアで活動に参加してもらい、相談員と協力
しながら、通級する子どもたちが安心して過ごせるように、寄り
添い見守る体制の充実を図りました。
　将来の自分の姿を想像し、前向きに生活をするために、メンタ
ルフレンドは子どもたちにとって身近な良い目標となっていまし
た。今後もより多くのメンタルフレンドに活動に参加してもらえ
るように努めます。

C
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

98
多文化共生につい
ての理解を進める
ための啓発、広報

■目的・目標：国籍や民族、文化の違いを豊かさとして
生かし、すべての人が互いに認め合う多文化共生社会の
実現に向けて、市民等の理解の促進を図ります。

■事業概要：「川崎市多文化共生社会推進指針」の周知
及び指針に基づく施策の推進により、外国籍及び日本国
籍でも外国文化背景のある子どもやその家族が地域社会
を構成するかけがえのない一員であることについての理
解を進めるための啓発を行います。

　例年、川崎市外国人市民代表者会議が参加して多文化共生
への理解を進めるための啓発・広報活動等を行っている「イ
ンターナショナル・フェスティバルinカワサキ」、「かわさ
き市民祭り」、「多文化フェスタさいわい」等のイベントに
ついては、令和2年度はすべて、コロナ禍により開催中止と
なりました。

　例年、川崎市外国人市民代表者会議が参加して多文化共生
への理解を進めるための啓発・広報活動等を行っている「イ
ンターナショナル・フェスティバルinカワサキ」、「かわさ
き市民祭り」、「多文化フェスタさいわい」等のイベントに
ついては、すべてコロナ禍により開催中止となりましたが、
令和３年度は、子どもへの支援に関して一般財団法人自治体
国際化協会の助成を受けて、外国につながる小学生を対象と
した学習支援の企画を、２日間実施しました。

　「インターナショナル・フェスティバルinカワサキ」はコロナ
禍により今年度も開催されませんでしたが、「かわさき市民祭
り」及び「多文化フェスタさいわい」については３年振りに開催
され、外国人市民代表者会議として参加しました。これらのイベ
ントにおいて、クイズや国旗描き、世界のお茶試飲等を実施しま
した。
　また、子どもへの支援に関しては、外国につながりのある小学
生を対象とした学習支援企画を２日間実施しました。

　令和４年度に参加した市民祭り等のイベントでは、参加した子
どもたちが外国人市民代表者とのふれあいを通して、多文化共生
についての理解を深めてもらう機会につながりました。
　より多くの市民に多文化共生社会についての理解を進めるため
の啓発、広報を継続するとともに、より効果的な啓発、広報の手
法について検討する必要があります。

D
市民文
化局

多文化
共生推
進課

99
冊子「ふれあい か
わさきの福祉」発
行

■目的・目標：地域における支え合いの大切さや川崎市
の取組等について学ぶためのツール

■事業概要：地域における支え合いの大切さや川崎市の
取組等について学ぶためのツールとして、川崎市立全小
学校の６年生を対象に、福祉に関する副読本「ふれあ
い」を配布し、児童期からの共生意識の醸成を図りま
す。

　地域包括ケアシステムの構築に向けて、子どもの頃から多
様な人と共生する社会における地域での支え合いの大切さや
川崎市の取組等について学んでもらう事が大変重要なことか
ら、主に公立小学校６年生用として、合計約１３，５００部
を配布しました。

　地域包括ケアシステムの構築に向けて、多様な人との共生
や地域での支え合いの大切さ、川崎市の取組等について、子
どもの頃から学んでもらう事が大変重要なことから、主に公
立小学校６年生用として、合計約１３，４００部を配布しま
した。

　地域包括ケアシステムの構築に向けては、地域における支え合
いの大切さや川崎市の取組等について子どもたちに学んでもら
い、共生意識の醸成を図ることが大変重要であることから、小学
６年生を対象に副読本「ふれあい」を作成し、川崎市立の全ての
小学校に配布しました（配布数：約13,000部）。
　また、GIGAスクール構想に伴い、全編デジタル化を実施し、副
読本ポータルサイトに掲載しました。

　社会科や総合的な学習の時間など様々な学習の場において、福
祉の心を育むための教材として活用されました。
　今後も継続的な活用に向け、取り上げる内容や構成等について
検討し、より使いやすい教材となるよう工夫が求められていま
す。また、副読本のデジタル化については、最適な手法等につい
て引き続き検討を進めます。

C
健康福
祉局

地域包
括ケア
推進室

100 こども未来事業

■目的・目標：次代を担う子ども達が、将来に向かって
夢と希望を持ち伸びやかに成長できるよう、様々な地域
資源を活用した事業を通じて支援します。

■事業概要：ものづくり技術の体験や、多様な人々との
交流、木に親しむ機会を提供することで、進路や職業の
選択肢を広げ、こころのバリアフリーを推進します。ま
た、木（自然）と触れ合う中で心地よさを体感し、木
（自然）に対する親しみや理解を深めるとともに、感性
豊かなこころの発達を促すとともに、森林や環境問題へ
の理解を育み、地域における子育て支援と子どもに関心
を持つ人の人材育成を推進します。

　ものづくり体験事業は、坂戸小5年生９１名を対象に、
「高津ものまちづくり会」による町工場や開発した製品に関
する授業を11月5日に実施しました。
　多様な人々との交流は、コロナ禍において特に高齢者との
交流が難しく、「地域人材の活用」や「生きがいづくり」は
十分に実施できませんでしたが、感染対策や人数・活動を制
限しながらも年５回実施しました。新たな交流の持ち方を見
出す機会や繋がりづくりの大切さを実感できる良い機会とな
りました。木育は、共有の遊具等が事業内で使用できないた
め、交流の中で自然物と触れ合う機会を作ったり、在宅子育
て支援の一環として貸出遊具に木育遊具を取り入れ、在宅で
の親子遊びでの活用を推進し、多くの子育て家庭で活用して
いただきました。

　ものづくり体験事業は、10月19日（火）に高津小５年生
181名、11月15日（月）に久地小5年生172名を対象に、
「高津ものまちづくり会」による町工場や開発した製品に関
する授業を実施しました。
　多様な人々との交流は、コロナ禍のため積極的に実施せ
ず、感染対策を講じ（人数や活動の制限、消毒の徹底など）
ながら年７回実施しました。高齢者との直接交流は実施せ
ず、別の場所で同じプログラムを行ったり、戸外にて太極拳
の体験を行ったり、双方の制作を合わせて一つの大きな製作
物を完成させたりとコロナ禍でもできる間接的な交流を実施
しました。また、新たな取組として地域との交流を促進でき
るよう、会場を固定するのではなく参加者が地域に出向くプ
ログラムも実施し新たな地域との繋がりや交流促進につなが
る機会となりました。
　木育事業としての集合開催ができませんでしたが、交流の
中で自然物と触れ合う機会を作ったり、在宅子育て支援の一
環として貸出遊具に木育遊具を取り入れ、在宅での親子遊び
での活用を推進し、多くの子育て家庭で活用していただきま
した。

　高津区内に工場を持つ企業の方に講師をお願いし、11月15日
（火）に、久地小学校の５年生を対象として「ものづくり体験授
業」を実施しました。
　高津区は、市内では川崎市に次いで工場が多い「ものづくりの
まち」ですが、工場の移転跡地が住宅となる「住工混在」が進
み、相互理解が重要な課題になっています。
　そこで、地域の将来を担う子どもたちに「ものづくり」と地元
の工場への理解を醸成して「住工共生」のまちづくりを推進する
とともに、社会科の授業、職業体験の一環として活用してもらう
ことができました。

　様々な地域資源の中でも、ものづくり関連への興味関心が高
かったため、ものづくり体験授業を中心に実施してきました。講
師は高津区内の工場の方にお願いし、地域の課題や実験を通した
製品の説明など、児童は大変興味を持って話を聞いています。本
授業をとおし、児童は「ものづくり」や工場を身近に感じること
ができ、職業選択の幅を広げるとともに、住民と工場との心の壁
を低くすることに貢献できました。

C
高津区
役所

まちづ
くり推
進部企
画課

101
多文化共生教育
「民族文化講師ふ
れあい事業」

■目的・目標：日本人児童生徒と外国人児童生徒の双方
に、互いの文化を尊重しあい、共生する大切さを意識し
てもらうことを目的・目標とした取組を行います。

■事業概要：異なる文化背景のある地域の外国人市民等
を「民族文化講師」（令和３年度から「多文化共生ふれ
あい事業」）として学校に派遣します。

　「民族文化講師」の派遣を希望する市立小、中学校、特別
支援学校6７校に対し、延べ193名の民族文化講師を派遣し
ました。講師の派遣に関して、新たに1団体を追加した4団
体にコーディネートしていただき、様々な国の文化体験を通
じて、子どもたちが自国の文化と他国の文化のよさを認め合
う意識の向上を図ることができました。

 「多文化共生ふれあい事業」に名称変更し、派遣を希望する
市立小、中学校、特別支援学校８２校に対し、延べ２３２名
の講師を派遣しました。講師の派遣に関して、新たに1団体
を追加した4団体にコーディネートしていただき、様々な国
の文化体験を通じて、子どもたちが自国の文化と他国の文化
のよさを認め合う意識の向上を図ることができました。

　希望する市立小、中学校、特別支援学校８７校に対し、延べ２
５７名の民族文化講師を派遣しました。講師の派遣に関して、4
団体にコーディネートしていただき、様々な国の文化体験を通じ
て、子どもたちが自国の文化と他国の文化のよさを認め合う意識
の向上を図ることができました。

　外国につながりのある児童生徒の増加ととともに、多国籍化が
進む中、様々な国の文化体験をすることで互いの文化の違いや良
さを認め合う意識の向上を図ることができ、外国籍の児童生徒の
人間関係づくりを推進することができました。

C
教育委
員会事
務局

教育政
策室

102 6
かわさき共生＊共
育プログラム（再
掲）

■目的・目標：子どもたちの豊かな人間関係をつくり、
いじめ・不登校の未然防止を図るための事業を実施しま
す。

■事業概要：市内公立学校において、いじめ・不登校の
未然防止として、社会性を育成する「かわさき共生＊共
育プログラム」を実施し、自分や他者の人権の尊重につ
いて理解し、よりよい人間関係を築くための方法やルー
ルなどのスキルを学び、集団づくりを促進します。

　「かわさき共生＊共育プログラム」担当者に向けて、４月
に書面開催、８月にWeb会議システムでの、研修を行いまし
た。学校からの要請等により、のべ１7回の研修を開催し、
事業の啓発の継続と広報に努めました。
　コロナウイルス感染症による臨時休業後の子どもたちの心
のケアと同時に、偏見や差別の問題、命の大切さについて考
えることができるエクササイズを紹介しました。「個性の違
いを認められる」ことや「自分を表現し、その意見が尊重さ
れ、仲間と分かち合うことができる」等、子どもの権利につ
ながるエクササイズで、学校における児童生徒の社会性の向
上に向けた取組を支援しました。

　「かわさき共生＊共育プログラム」担当者に向けて、４月
と８月にWeb会議システムでの、研修を行いました。学校か
らの要請等により、のべ３８回の研修を開催し、事業の啓発
の継続と広報に努めました。
　新型コロナウイルス感染症による子どもたちの心のケアと
把握のために、１人１台配付したＧＩＧＡ端末を活用して効
果測定アンケートを実施しました。また、昨年度に引き続き
コミュニケーションのとりにくい状況の中でも、「個性の違
いを認められる」ことや「自分を表現し、その意見が尊重さ
れ、仲間と分かち合うことができる」等、子どもの権利につ
ながるエクササイズを紹介し、学校における児童生徒の社会
性の向上に向けた取組を支援しました。

　「かわさき共生＊共育プログラム」担当者に向けて、４月と８
月に集合形式での研修を行いました。学校からの要請等による研
修も開催し、事業の啓発を継続するとともに「教育だより」など
を活用した広報に努めました。

　本年度初めて、社会状況の変化による児童生徒への影響を踏ま
え、全市立学校で「川崎市SOSの出し方・受け止め方教育」を子
どもの権利条例も紹介しながら全市立学校で１時間実施しまし
た。また、引き続きコミュニケーションのとりにくい状況の中で
も、「個性の違いを認められる」ことや「自分を表現し、その意
見が尊重され、仲間と分かち合うことができる」等、子どもの権
利につながるエクササイズを紹介し、学校における児童生徒の社
会性の向上に向けた取組を支援しました。

　「かわさき共生＊共育プログラム」における、いじめ・不登校
未然防止や人権プログラム等を充実させ、新たに「SOSの出し
方・受け止め方教育」のエクササイズを追加しました。教職員の
採用前研修では「子どもの権利に関する条例」から考える「あな
たの大切だと思う権利はどれ？」を紹介するなど、教職員の条例
についての理解を深める取組を行いました。
　教職員・児童生徒ともに自分や他者の人権尊重の理解につなが
る取組の充実に努めていますが、子どもたち一人一人の把握に努
め、子どもの心に寄り添う相談体制づくりや、意識の醸成には、
まだ課題があると捉えています。学校支援を継続し、子どもの権
利の保障につなぎたいと考えています。

B
教育委
員会事
務局

教育政
策室

103 9
平和・人権学習男
女平等推進（再
掲）

■目的・目標：平和や人権の尊重、子どもの権利に関す
る理解促進をめざします。

■事業概要：教育文化会館や市民館において、共に生き
る地域社会の創造をめざして、学習事業を実施します。

　平和・人権学習は、教育文化会館・市民館（地区館7館）
において、各館1事業(複数回の講座)以上を開催するものと
しています。令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、年度前半の事業実施を見合わせていました
が、パーテーション設置等の対策を講じるとともに、講座規
模の縮小（１コマの時間数を減等）やICT活用をするなど工
夫をしながら、令和２年度については５館で１事業２館で2
事業、計９事業(９講座)を開催し、延べ５１１名が参加しま
した。
　事業内容としては、障がい者、環境、戦争、ＬＧＢＴ、平
和などのテーマを取り上げました。

　平和・人権・男女平等推進学習は、教育文化会館・市民館
（地区館7館）において、各館1事業(複数回の講座)以上を開
催するものとしています。人権、戦争、性教育、子育て、男
女共同参画などのテーマで、教育文化会館・６市民館におい
て、平和・人権・男女平等に関する講座を16講座開催し、
延べ659名が参加しました。なお、新型コロナウイルス感染
症対策のため、一部の講座において、オンライン併用で開催
をしました。

　平和・人権・男女平等推進学習は、教育文化会館・市民館（地
区館7館）において、各館2事業(複数回の講座)以上を開催するも
のとしています。人権、戦争、性教育、子育て、男女共同参画な
どのテーマで、教育文化会館・６市民館において、平和・人権・
男女平等に関する講座を14講座開催し、延べ702名が参加しま
した。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、１講座が全
日程において中止となりました。

　人権の尊重に関する学習を行い、共に生きる地域社会の創造に
務めました。子どもの権利条例の存在を知ってもらい、子どもの
人権について考えるような学習プログラムを設けました。
　多様化する課題を横断的に学べるように、引き続き、平和、人
権や男女平等等に関する様々なテーマを取り上げていく必要があ
ります。

C
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

　外国籍や障害な
どさまざまな状況
に置かれている子
どもがそれぞれ尊
重されるよう、市
民等の理解の促進
を図ります。ま
た、学校におい
て、さまざまな文
化を尊重試合、互
いを認め合う取組
を進めるととも
に、いじめや不登
校の未然防止に向
けて、「かわさき
共生＊共育プログ
ラム」等により、
豊かな人間関係を
育み、共生社会の
形成を目指した教
育をを推進しま
す。
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達成度＝A：目標を大きく上回って達成　B：目標を上回って達成　C：ほぼ目標どおり　D：目標を下回った　E：事業の廃止

推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(５)共生社会に関する理
解の促進
　さまざまな状況に置か
れている子どもがそれぞ
れ尊重される共生社会の
実現に向けて、さまざま
な機会を利用して市民等
の理解の促進を図りま
す。

⑪ 　　外国籍や障害
などさまざまな状
況に置かれている
子どもがそれぞれ
尊重されるよう、
市民等の理解の促
進を図ります。ま
た、学校におい
て、さまざまな文
化を尊重試合、互
いを認め合う取組
を進めるととも
に、いじめや不登
校の未然防止に向
けて、「かわさき
共生＊共育プログ
ラム」等により、
豊かな人間関係を
育み、共生社会の
形成を目指した教
育をを推進しま
す。

16条

104
民族学校に通う子
どもとの交流の促
進

■目的・目標：両国の児童生徒の親善・交流を深めると
ともに造形教育活動の振興を図ります。

■事業概要：県内朝鮮学校と川崎市立学校の児童生徒の
造形作品による美術交流展を実施し、広く市民に公開し
ます。

　来客者の手指消毒の徹底や検温などの感染対策が困難であ
ることや、会期となる1月時点での感染状況について見通し
がたたないことから、中止としました。

　出品する作品数を少なくし、感染対策を講じて実施しまし
た。土曜日と日曜日の2日間の会期で、131名が来場しまし
た。

　出品する学校及び作品数を限定し、感染対策を講じて実施しま
した。休日と平日を含めた３日間の会期で、227名が来場しまし
た。

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、中止にしました。令和３年度からは、従来の展示方法や作品
数にこだわらず、出品する学校及び作品数を限定して感染対策を
講じて開催することができました。令和４年度は、引き続きコロ
ナ禍における作品展となりましたが、来場者数が227名に増えま
した。多様な作品から表現のよさを味わうことで、交流や造形教
育活動の振興を図ることができました。
　教育文化会館の閉館に伴い、新たな展示場所や方法について検
討する必要があります。

C
教育委
員会事
務局

カリ
キュラ
ムセン
ター
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